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付
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付
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②
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③
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、 

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
 
 

（
目
的
）
 
 
 

第
一
条
 
こ
の
法
律
は
、
米
穀
、
麦
そ
の
他
の
重
要
な
農
産
物
に
係
る
農
業
の
担
い
手
に
対
し
、
我
が
国
に
お
け
る
生
産
条
件
 
 

と
外
国
に
お
け
る
生
産
条
件
の
格
差
か
ら
生
ず
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
交
付
金
及
び
農
業
収
入
の
減
少
が
そ
の
農
業
経
 
 

営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
交
付
金
を
交
付
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
農
業
経
営
の
安
定
を
図
り
 
 
 

も
っ
て
国
民
正
対
す
る
食
倒
の
安
定
供
給
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 
 

（
定
義
）
 
 

第
二
条
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
 
「
対
象
農
産
物
」
 
と
は
、
米
穀
、
麦
、
大
豆
、
て
ん
菜
、
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
 
 

い
し
ょ
そ
の
他
の
農
産
物
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
小
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
 
 

一
国
民
に
対
す
る
熱
量
の
供
給
を
図
る
上
で
特
に
重
要
な
も
の
 
 

二
 
前
号
に
該
当
す
る
他
の
農
産
物
と
組
み
合
わ
せ
た
生
産
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の
 
 
 

2
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
 
「
対
象
農
業
者
」
 
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 
 
 

一
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
P
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二
 
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
農
業
生
産
に
関
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
 

三
 
そ
の
耕
作
の
業
務
の
対
象
と
な
る
農
地
・
の
う
ち
に
∵
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
耕
作
 
 
 

の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
を
農
地
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
が
な
い
こ
と
。
 
 
 

（
生
産
条
件
に
関
す
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
交
付
金
の
交
付
）
 
 
 

イ
 
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
 
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
 
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
農
業
 
 

者
で
あ
っ
て
、
そ
の
耕
作
の
業
務
の
規
模
が
対
象
農
産
物
の
効
率
的
な
生
産
を
図
る
上
で
適
切
な
も
の
と
し
て
農
林
水
 
 
 

産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
 
 
 

ロ
 
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
二
十
三
条
第
四
嶺
に
規
定
す
る
特
定
農
業
団
体
そ
の
他
の
委
・
託
を
受
け
て
農
作
業
を
 
 

行
う
組
織
（
地
域
に
お
け
る
農
地
の
利
用
の
集
積
を
確
実
に
行
う
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
農
地
法
（
昭
柑
二
十
七
年
法
 
 

律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
農
業
生
産
法
人
と
な
る
こ
ト
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
 
 

そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
り
 

の
規
模
が
対
象
農
産
物
の
効
率
的
な
生
産
を
図
る
上
で
適
切
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
 
 

る
も
の
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第
三
条
 
政
府
は
、
毎
年
度
、
予
賃
の
 

準
的
な
生
産
費
が
標
準
的
な
販
売
価
格
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
 
 

）
 
の
我
が
国
に
お
け
る
生
産
条
件
と
外
国
に
お
け
る
生
産
条
催
の
格
差
か
ら
生
ず
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
、
対
象
農
業
者
 
 

に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

一
当
該
年
度
の
前
年
度
以
・
前
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
に
お
け
る
対
象
農
業
者
の
特
定
対
象
農
産
物
の
期
間
平
均
 
 

生
産
面
積
（
当
該
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
特
定
対
象
農
産
物
め
生
産
量
を
そ
れ
ぞ
れ
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
せ
こ
ろ
 
 

に
よ
り
生
産
面
積
に
換
算
し
た
も
の
を
基
準
と
し
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
を
い
う
 
 

。
以
下
同
じ
。
）
 
に
応
じ
て
交
付
す
る
交
付
金
 
 

二
 
当
該
年
度
に
お
い
て
対
象
農
業
者
が
生
産
し
た
特
定
対
象
農
産
物
の
品
質
及
び
生
産
量
に
応
じ
て
交
付
す
る
交
付
金
 
 
 

2
 
前
項
第
一
阜
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
業
者
ご
と
．
に
、
特
定
対
象
農
産
物
に
つ
い
て
の
種
類
別
の
面
積
当
た
り
の
単
 
 

価
（
以
下
「
面
積
単
価
」
と
い
う
。
）
 
に
、
そ
の
者
．
の
当
該
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
期
間
平
均
生
産
面
積
を
そ
れ
ぞ
 
 

れ
乗
じ
て
得
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

3
 
面
積
単
価
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
対
象
農
業
者
が
生
産
し
た
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
標
準
的
な
生
産
費
、
販
売
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4  

価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
づ
の
収
穫
量
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
の
金
廟
は
、
対
象
農
業
者
ご
と
に
、
特
定
対
象
農
産
物
、
五
っ
い
て
の
種
類
別
及
び
農
林
水
産
省
 
 
 

令
で
定
め
る
品
質
の
区
分
 
（
以
下
 
「
品
質
区
分
」
 

）
に
、
そ
の
者
の
当
該
年
度
に
 

も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

数
量
単
価
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
対
象
農
業
者
が
生
産
し
た
特
定
対
象
層
産
物
の
種
類
別
の
標
準
的
な
生
産
衷
、
販
売
 
 
 

価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
並
び
に
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
及
び
品
質
区
分
別
の
需
要
及
び
供
給
の
動
向
を
 
 
 

考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
又
は
数
量
単
価
（
以
下
「
面
積
単
価
等
」
と
・
い
う
。
）
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
 

項
各
ロ
す
の
交
付
金
の
交
付
に
よ
り
特
定
対
象
農
産
物
の
生
産
に
要
す
る
標
準
的
な
費
用
の
額
と
特
定
対
象
農
産
物
の
販
売
に
 
 
 

よ
る
標
準
的
な
収
入
の
額
と
の
差
額
の
補
て
ん
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

四  
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8
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
等
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
収
入
の
減
少
が
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
 

第
四
条
 
政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
前
年
度
宣
お
け
る
対
象
農
産
物
に
係
る
収
入
の
額
と
 
 
 

し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
キ
ろ
に
 

が
、
対
象
農
産
物
に
係
る
標
準
的
な
収
入
の
額
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
象
農
業
者
ご
と
に
算
出
 
 

し
た
額
 
（
以
下
 
「
標
準
的
収
入
療
」
 
と
い
う
。
）
 
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
る
対
象
農
業
者
の
農
業
経
営
に
及
ぼ
 
 

す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
ヾ
 
計
象
農
業
者
（
収
入
の
減
少
が
そ
の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
積
立
金
で
あ
っ
 
 

て
そ
の
額
そ
の
他
の
事
項
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
積
み
立
て
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
 
に
対
 
 

し
、
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
．
す
る
。
 
 
 

2
 
前
項
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
業
者
ご
と
に
」
標
準
的
収
入
額
と
前
年
度
収
入
額
と
の
差
額
、
 

そ
の
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
及
び
収
入
の
減
少
に
 

と
こ
ろ
に
よ
り
算
虚
し
た
金
額
と
す
る
。
 
 
 

3
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
農
林
水
産
省
令
を
制
定
し
、
〈
又
は
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
．
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
 
 

五  
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審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
・
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
交
付
金
の
交
付
の
申
請
等
）
 
 

第
五
条
第
三
条
第
一
項
各
号
又
は
前
条
第
一
項
の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
ま
ぅ
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
か
と
 
 

こ
ろ
に
よ
り
」
 
農
林
水
産
大
臣
に
交
付
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
交
付
金
の
返
還
）
 
 
 

静
六
条
 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
夢
二
条
第
一
項
各
号
又
は
第
四
条
第
一
項
の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
者
が
あ
る
 
 

と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
そ
の
交
付
を
凄
け
た
表
付
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
層
を
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
期
限
を
指
定
し
 
 

て
こ
れ
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
小
。
 
 
 

3
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が
そ
の
指
定
期
限
ま
で
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
納
 
 
 

2
 
 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
各
号
又
は
前
条
第
一
項
の
交
付
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林
 
 
 

水
産
省
令
で
定
め
る
。
 
 

l ＿  
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付
し
な
い
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

4
 
前
項
の
親
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。
 
 

（
報
告
及
び
検
査
）
 
 
 

第
七
条
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
痕
律
め
施
行
に
必
要
な
恨
度
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
l
第
四
条
第
一
項
 
 

の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
、
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
そ
の
生
産
し
た
農
産
物
の
加
工
若
 
 

し
く
は
販
売
の
委
託
を
受
け
若
し
く
は
富
該
農
産
物
め
売
渡
し
を
受
け
た
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
 
 

そ
の
職
員
に
、
一
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
 
 

3
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
七
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

（
罰
則
）
 
 
 

第
八
条
 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
各
号
又
は
第
四
条
第
一
項
の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
三
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
 

け
・
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

七  
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年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
刑
法
 
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
 
に
正
条
が
あ
る
 
 

と
き
は
、
・
刑
法
に
よ
る
。
 
 
 

第
九
条
 
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
 
 

み
、
妨
げ
、
若
し
く
 

第
十
条
 
法
人
 
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 

の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
前
二
 
 

条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
 
 
 

2
 
法
人
で
な
い
団
体
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
、
そ
の
訴
訟
行
為
に
 
 

つ
き
法
人
で
な
い
団
体
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
 
 

を
準
用
す
る
。
 
 

附
．
則
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 
 

第
一
条
 
こ
の
法
律
は
、
平
鹿
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
七
条
の
規
定
 
 

八  

頁   
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は
、
公
布
の
目
か
ら
施
行
し
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
度
以
後
の
対
像
農
産
物
に
係
る
収
入
に
ち
い
て
適
 
 

用
す
る
。
 
 

（
面
積
単
価
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 
 

第
二
条
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
七
も
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
昇
八
項
ま
で
の
規
定
の
 
 
 

例
に
よ
り
、
面
積
単
価
等
を
定
め
∴
1
れ
を
告
示
す
る
こ
と
ぶ
で
き
る
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
面
積
単
価
等
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
Ⅵ
首
に
お
い
 

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 
 

（
施
行
の
た
め
に
必
要
な
準
備
）
 
 
 

第
三
条
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
四
条
昇
二
項
の
鹿
林
水
産
省
令
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
 
 

い
て
も
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

六
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
の
廃
止
）
 
 
 

第
四
条
 
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
瀧
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
 
 

（
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）
 
 

九  

頁   
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（
政
令
へ
の
委
任
）
 
 
 

第
七
条
 
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
 
 

（
農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）
 

第
八
条
 
農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
四
号
」
の
下
に
「
、
第
二
十
五
号
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
 
 

l
 
 

ノ
 
 
 

の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
 
の
規
定
に
．
よ
る
交
付
金
の
交
付
に
係
る
も
の
に
限
る
 
 
 

。
）
 
」
 
を
加
え
る
。
 
 

第
五
条
 
平
成
十
八
年
以
前
の
生
産
に
係
る
大
豆
に
係
る
前
条
の
短
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
の
規
定
に
 
 

ょ
る
交
付
金
（
次
条
に
お
い
て
「
大
豆
交
付
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
 

（
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
の
廃
止
に
伴
う
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 
 

第
六
条
 
附
則
第
四
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
大
豆
 
 

交
付
金
の
交
付
に
係
る
附
則
第
四
条
の
親
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
め
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
 
 

に
よ
る
。
 
 

一
〇
頁
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（
食
料
．
・
農
業
。
農
村
基
本
法
の
一
部
改
正
）
 
 
 

第
九
条
 
食
料
・
」
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
四
十
条
第
三
項
中
「
及
び
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
眉
十
六
号
）
 
 

⊥
を
「
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
及
び
農
業
の
担
い
手
 
 
 

に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
．
の
交
付
に
関
す
る
法
律
 
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
 
」
 
に
改
め
る
。
 
 

頁   



米
穀
、
．
麦
そ
の
他
の
重
要
な
農
産
物
に
係
る
農
業
の
担
い
手
の
経
営
の
安
定
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
食
料
の
 
 
 

安
定
供
給
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
我
が
国
に
お
け
る
農
業
の
生
産
条
件
に
関
す
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
交
付
金
及
び
収
 
 
 

入
の
減
少
が
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
交
付
金
を
交
付
す
各
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
 
 
 

の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
？
 
 
 

理
 
由
 
 



政
令
第
二
百
二
十
一
号
 
 

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
 
 

内
閣
は
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
 
 
 

）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。
 
 

（
対
象
農
産
物
）
 
 
 

第
一
条
 
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
 
（
以
下
 
「
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
二
条
 
 

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
農
産
物
は
、
米
穀
、
麦
、
大
豆
、
て
ん
菜
及
び
で
ん
粉
の
製
造
 

る
。
 
 

F  

（
特
定
対
象
農
産
物
）
 
 
 

第
二
条
 
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
対
象
農
産
物
は
、
 

れ
い
し
ょ
と
す
る
。
 
 

附
 
則
 
 

（
施
行
期
日
）
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第
一
条
 
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
 
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

（
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
廃
止
）
 
 
 

第
二
条
 
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
四
百
十
七
与
）
′
は
、
廃
止
す
る
。
 
 

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）
 
 
 

第
三
条
▼
 
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
雁
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
・
の
一
部
 
 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

第
二
条
中
「
第
三
十
七
号
か
ら
第
九
十
一
号
ま
で
」
を
「
賢
二
十
六
号
か
ら
第
九
十
号
ま
で
」
 
に
改
め
、
第
十
五
号
を
削
 
 
 

り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
卜
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
を
言
号
ず
つ
凝
り
上
げ
、
同
条
第
六
十
一
号
中
「
（
第
 
 
 

十
五
号
に
掲
げ
る
給
付
金
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
六
十
号
と
し
、
同
条
中
第
六
十
二
号
 
 

を
第
六
十
一
号
と
し
、
第
六
十
三
号
を
第
六
十
二
号
と
し
、
第
六
十
四
号
を
第
六
十
三
号
と
し
、
 

二
十
二
号
」
．
を
 
「
第
二
十
号
」
 
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
十
四
号
と
し
、
同
条
第
六
十
六
号
中
 
「
第
三
十
一
号
」
 
を
 
「
第
 
 

三
十
号
」
 
に
改
め
、
同
号
を
同
条
儲
六
十
五
号
と
し
、
同
条
中
第
六
十
七
号
を
第
大
十
六
号
と
し
、
第
六
十
八
号
か
ら
第
八
 
 

十
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
九
十
号
中
 
「
第
三
十
五
号
」
 
を
 
「
第
三
十
四
号
」
 
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
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八
十
九
号
と
し
、
同
条
 

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
 
 
 

第
四
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
十
五
号
 
 

に
掲
げ
る
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
．
第
二
条
第
一
項
の
交
付
金
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
 
 

い
て
．
「
大
豆
交
付
金
」
 
と
い
ぅ
。
）
 
に
一
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 

2
 る

同
条
の
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
藩
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 

（
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
 
 

第
五
条
 
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
ー
㌢
 
 

に
改
正
す
る
。
 
 

（
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
の
」
部
改
正
）
 
 
 

別
表
第
二
の
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 
 
 

三
 
削
除
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第
六
条
 
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
人
平
成
十
二
卑
政
令
第
二
首
八
十
九
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
六
条
第
一
項
の
表
経
営
分
科
会
の
項
に
次
の
一
号
を
抑
え
る
。
 
 

三
 
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
 

の
規
定
に
よ
り
魯
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
 
 

－16－   



農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
 
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
 
第
二
条
 
 
 

第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
条
第
一
項
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
 

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
 
 

（
認
定
農
業
者
に
係
る
耕
作
の
業
務
の
規
模
の
基
準
）
 
 
 

第
一
条
 
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
凝
営
安
定
の
た
世
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
 
 

第
二
項
第
一
号
イ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
∴
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

一
 
そ
の
者
が
所
有
権
 
（
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
 
（
以
下
 
「
使
用
収
益
権
」
 
と
い
う
。
）
 
が
年
間
を
通
じ
て
設
 
 

、 

農
・
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
ぺ
 
 

○
農
林
水
産
省
令
第
五
十
九
号
 
 

平
成
十
八
年
六
月
二
十
七
日
 
 

定
さ
れ
て
い
る
田
又
は
畑
の
所
有
権
を
除
く
。
）
 
又
は
使
用
収
益
権
 
（
以
下
∴
使
用
収
益
権
等
」
 
と
総
称
す
る
。
）
 
を
有
 
 

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理
 
 

国
務
大
臣
 
杉
浦
 
正
健
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、 

そ
の
委
託
を
し
た
者
が
当
該
農
作
業
の
委
託
を
し
た
年
に
お
い
て
農
産
物
の
生
産
及
び
販
売
を
行
っ
て
い
な
い
部
分
に
 
 

又
は
畑
の
面
積
を
含
み
、
農
作
業
委
託
契
約
に
基
づ
き
他
の
者
に
対
し
て
農
作
業
の
委
託
を
七
た
田
又
は
畑
．
（
当
該
他
の
 
 
 

者
か
ら
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
田
又
は
畑
で
あ
っ
て
 
 
 

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
規
模
を
下
限
と
し
て
、
当
該
地
域
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

の
規
模
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
困
難
で
あ
・
る
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
そ
の
他
の
地
域
に
あ
っ
て
は
、
権
利
設
定
等
面
積
の
 
 
 

合
計
が
、
当
該
地
域
に
お
け
る
一
集
落
当
た
り
の
田
及
び
畑
の
平
均
的
な
面
積
か
我
が
国
に
お
け
る
一
ノ
集
落
当
た
り
の
田
 
 

限
る
。
）
 
の
面
積
を
除
ぐ
。
以
下
 
「
権
利
設
定
等
面
積
」
・
と
い
う
。
ノ
）
 
の
合
計
が
、
北
海
道
に
あ
っ
て
は
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 

を
約
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
 
「
農
作
業
委
託
契
約
」
 
と
い
う
。
）
 
に
基
づ
き
、
他
の
者
か
ら
農
作
業
の
委
託
を
受
け
た
田
 
 

め
に
必
要
と
な
る
基
幹
的
な
作
業
を
行
う
こ
と
、
そ
の
生
産
し
た
農
産
物
を
当
該
受
託
者
の
名
義
を
も
っ
て
販
売
す
る
こ
 
 
 

と
並
び
に
そ
の
販
売
に
よ
る
収
入
の
程
度
に
応
じ
当
該
収
入
を
農
作
業
及
び
販
売
の
受
託
の
対
価
と
⊥
て
充
当
す
る
こ
と
 
 

以
上
、
都
府
県
に
あ
っ
て
は
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
∴
 
地
勢
等
の
地
理
的
条
件
に
よ
り
耕
作
の
業
務
 
 

及
び
畑
の
平
均
的
な
面
積
に
占
め
る
割
合
を
勘
案
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
当
該
地
域
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の
区
分
に
 
 

し
て
い
る
田
又
は
畑
の
面
積
 
（
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
ケ
こ
▼
と
を
約
し
た
契
約
 
（
受
託
者
が
農
産
物
を
生
産
す
る
た
 
 

頁   



ロ
 
都
府
県
 
二
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 
 

二
 
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
の
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
 
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
法
第
 
 

三
条
第
一
項
第
」
号
の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
に
お
い
で
そ
の
申
請
を
す
る
場
合
（
そ
の
年
の
一
月
一
日
 
 

か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
申
請
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
 
又
は
そ
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
の
前
年
に
 
 

お
い
て
そ
の
申
請
を
す
各
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
属
す
る
年
の
前
年
）
 
に
お
け
る
そ
の
者
の
農
業
所
得
の
額
 
（
そ
 
 

の
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
人
の
主
た
る
従
事
者
が
そ
の
法
人
か
ら
受
け
る
農
業
所
得
の
額
）
、
．
が
農
業
経
営
基
 
 
 

盤
強
化
促
進
法
 
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
基
盤
強
化
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
 
 

基
本
構
想
 
（
基
盤
強
化
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
者
の
農
業
経
営
改
善
計
画
を
認
定
し
た
市
町
村
が
定
 
 

め
る
も
の
に
限
る
。
）
一
に
お
い
て
農
業
経
営
基
盤
の
強
化
の
促
進
に
関
す
る
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
農
業
所
得
の
額
の
 
 

イ
 
北
海
道
 
六
。
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 

二
分
の
一
▲
を
超
え
て
お
・
り
、
か
つ
、
対
象
農
産
物
 
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
農
産
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
 
 
 

）
 
に
係
る
当
該
前
々
年
又
は
当
該
前
年
に
お
け
る
そ
の
者
の
農
業
収
入
の
額
若
し
く
は
農
業
所
得
の
額
又
は
権
利
設
定
等
 
 
 

面
積
の
合
計
の
い
ず
れ
か
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
前
々
年
又
は
当
該
前
年
に
お
け
る
そ
の
者
の
農
業
収
入
の
総
額
若
し
く
は
農
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第
二
条
 
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
特
定
農
業
団
体
 
（
基
盤
強
化
法
第
二
十
三
条
第
 
 

す
る
。
 
 

三
 
前
二
号
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
め
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
対
象
農
産
物
を
効
率
的
に
生
産
す
る
こ
と
 
 

四
項
に
規
定
す
る
特
定
農
業
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
で
あ
る
こ
と
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
 
 
 

（
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
組
織
の
要
件
）
 
 

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
と
す
る
．
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
こ
と
。
 
 

基
づ
き
他
の
者
か
ら
農
作
業
の
委
託
を
受
け
た
田
、
畑
又
は
樹
園
地
の
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
に
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 

業
所
得
の
総
額
又
は
・
そ
の
者
が
使
用
収
益
権
等
を
有
し
て
い
る
田
、
畑
若
し
く
は
樹
園
地
の
面
積
 
（
農
作
業
委
託
契
約
に
 
 

が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
対
象
農
業
者
 
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
農
業
 
 

成
す
る
期
日
を
延
期
す
る
．
こ
と
に
つ
い
て
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
そ
め
 
 

た
当
該
目
標
の
作
成
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
 
（
そ
の
日
か
ら
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
目
標
を
達
 
 
 

の
二
十
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

そ
の
定
め
る
目
標
が
、
初
め
て
法
第
五
条
第
一
項
の
・
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
を
し
た
際
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
 
 

四
頁
 
 
 



二
 
そ
の
組
織
を
変
更
し
て
、
そ
の
構
成
員
を
主
た
る
組
合
員
、
株
主
又
は
社
員
と
す
る
農
業
生
産
法
人
（
農
地
捧
（
昭
和
 
 

二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
 
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
農
業
生
産
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
と
な
る
こ
と
 
 

ぅ
。
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
農
用
地
利
用
改
善
事
業
（
基
盤
強
化
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
農
用
地
利
用
 
 
 

改
善
事
業
を
い
う
。
）
 
の
実
施
の
単
位
と
し
て
適
当
．
で
あ
る
と
認
め
ち
れ
る
区
域
の
基
準
に
適
合
す
る
区
域
で
あ
っ
て
そ
 
 
 

の
組
織
が
主
と
し
て
農
作
業
を
行
う
居
城
（
以
下
「
適
合
区
域
」
と
い
う
。
）
 
の
農
用
地
（
基
盤
強
化
法
第
四
条
第
一
項
 
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
農
用
地
を
い
う
。
）
 
の
面
積
の
三
分
の
二
以
上
の
面
積
に
つ
い
て
利
用
の
尭
積
を
す
る
も
の
で
あ
る
 
 

承
認
に
係
る
期
日
）
 
ま
で
に
、
基
盤
強
化
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
構
想
（
そ
の
組
織
が
主
と
し
て
農
作
業
を
 
 
 

行
う
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
が
定
め
る
も
打
に
阻
る
。
以
下
こ
の
粂
及
び
次
条
に
お
い
て
「
基
本
構
想
」
と
い
 
 

イ
 
農
業
生
産
法
人
と
な
る
予
定
年
月
日
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
日
が
、
初
め
て
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
 
 

る
こ
と
。
 
 

に
関
す
る
計
画
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
一
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
有
し
て
お
り
・
、
か
つ
、
そ
の
達
成
が
確
実
と
見
込
ま
れ
 
 

こ
と
。
 
 

に
よ
る
交
付
の
申
請
を
し
た
際
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
た
農
業
生
産
法
人
と
な
る
こ
と
に
関
す
る
計
画
の
作
成
日
 
 

五  

頁   



三
 
目
的
、
構
成
員
た
る
資
格
、
構
成
員
の
加
入
及
び
脱
退
に
関
す
る
事
項
、
代
表
者
に
関
す
る
事
項
、
総
会
の
議
決
事
項
 
 
 

そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
二
」
れ
ら
の
記
載
事
項
に
係
る
内
容
が
農
林
水
産
大
 
 

臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
定
款
又
は
規
約
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
そ
の
組
織
が
農
業
生
産
法
人
と
な
る
た
め
に
実
施
す
る
事
項
及
び
そ
の
実
施
時
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

か
つ
 
 
 

ニ
 
そ
の
組
織
が
目
標
と
す
る
農
業
経
営
の
規
模
、
生
産
方
式
そ
の
他
の
農
業
経
営
の
指
標
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
 
 
 

、
そ
の
内
容
が
、
基
本
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
藩
経
営
の
指
標
と
整
合
す
る
も
 

ハ
 
そ
の
組
織
の
主
た
る
従
事
者
が
目
標
と
す
る
農
業
所
得
の
額
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
ノ
つ
、
そ
の
額
が
一
、
′
基
本
構
想
 
 

）
 
前
で
あ
る
こ
と
・
。
 
 

か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
∴
そ
の
日
か
ち
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
計
画
を
達
成
す
る
期
日
を
延
期
 
 
 

す
か
こ
と
に
つ
い
て
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
期
日
 
 

あ
る
こ
と
。
 
 

に
お
い
て
農
業
経
営
基
盤
の
強
化
の
促
進
に
関
す
る
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
農
業
所
得
の
額
と
同
等
以
上
・
の
水
準
で
 
 

る
こ
′
と
。
 
 

1 ▲  

／ヽ  

頁   



第
三
条
、
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
 
 

2
 
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
イ
の
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
の
申
請
は
、
そ
の
承
藷
を
受
け
よ
う
と
す
る
組
織
の
代
表
者
が
次
 
 

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
．
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

三
 
前
号
の
期
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
理
由
 
 

四
 
そ
の
耕
作
に
要
す
る
費
用
を
す
べ
て
の
構
成
員
が
共
同
し
て
負
担
t
て
お
力
、
か
つ
、
そ
の
耕
作
に
係
る
利
益
を
す
べ
 
 

て
の
構
成
員
に
対
し
配
分
し
七
い
る
こ
と
。
 
 

る
。
 
 

二
ぺ
 
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
目
標
又
は
計
画
の
達
成
の
期
日
 
 

一
 
申
請
者
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
 
 

一
 
そ
の
組
織
の
構
成
員
が
使
用
収
益
権
等
を
有
し
て
い
る
田
又
は
畑
 
（
そ
の
耕
作
に
要
す
る
費
用
を
す
べ
て
の
構
成
員
が
 
 

（
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
組
織
に
係
る
耕
作
の
業
務
の
規
模
の
基
準
）
 
 

）
 
の
面
積
 
（
農
作
業
委
託
契
約
に
基
づ
き
そ
の
組
織
の
構
成
員
以
外
の
者
か
ら
農
作
業
の
委
託
を
受
け
た
田
又
は
畑
の
面
 
 

共
同
．
し
て
負
担
し
て
お
り
、
か
つ
、
′
そ
の
耕
作
に
係
る
利
益
を
す
べ
て
の
構
成
員
に
対
し
配
分
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
 
 

七  

頁   



該
地
域
が
所
在
す
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
規
模
を
下
限
と
し
て
、
当
該
地
域
ご
と
に
農
林
水
産
大
 
 

勢
等
の
地
理
的
条
件
に
よ
り
耕
作
の
業
務
の
規
模
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
そ
の
他
の
 
 

積
を
含
み
、
農
作
業
委
託
契
約
に
基
づ
き
他
の
者
に
対
し
て
農
作
業
の
委
託
を
し
た
田
又
は
畑
 
（
当
該
他
の
者
か
ら
法
第
 
 

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
瘍
合
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
田
又
は
畑
で
あ
っ
て
、
そ
の
委
託
 
 
 

を
し
た
者
が
当
該
農
作
業
の
委
託
を
し
た
年
に
お
い
て
農
産
物
の
生
産
及
び
販
売
を
行
っ
て
い
な
い
部
分
に
限
る
。
）
 
の
 
 

地
域
に
あ
っ
て
は
、
農
作
業
受
託
面
積
の
合
計
が
、
当
該
地
域
に
お
け
る
一
集
落
当
七
り
切
田
及
び
畑
の
平
均
的
な
面
積
 
 
 

が
我
が
国
に
お
け
る
一
集
落
当
た
り
の
田
及
び
畑
の
平
均
的
な
面
積
に
占
め
る
割
合
を
勘
案
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
当
 
 

臣
が
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

面
積
を
除
く
。
以
下
 
「
農
作
業
受
託
面
積
」
 
と
い
う
。
）
．
め
合
計
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
 
 

イ
 
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
 
（
平
成
五
年
法
律
第
 
 

七
十
二
号
）
 
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域
そ
め
他
農
林
 
 
 

水
産
大
臣
が
虐
め
る
区
域
 
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 
 

ロ
 
イ
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域
 
十
二
・
八
へ
ク
タ
ー
′
ル
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二
 
適
合
区
域
の
う
ち
水
稲
の
．
作
付
け
を
し
な
い
区
域
を
対
象
と
し
て
米
穀
の
需
給
の
均
衡
を
由
る
た
め
の
生
産
調
整
を
実
．
 
 

施
す
る
た
め
に
そ
の
組
織
が
米
穀
以
外
の
農
産
物
の
生
産
を
行
う
土
と
を
約
し
た
農
作
業
委
託
契
約
に
係
る
田
の
面
積
の
 
 

合
計
が
、
当
該
適
合
区
域
に
お
け
る
田
の
面
積
か
ら
当
該
適
合
区
域
に
お
け
る
水
稲
の
作
付
面
積
を
偉
い
た
面
積
の
二
分
 
 

の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
組
織
に
あ
っ
て
闇
、
∴
農
作
業
受
託
面
積
の
合
計
が
、
地
域
に
お
け
る
田
の
面
積
か
ら
 
 

当
惑
地
域
に
お
け
る
水
稲
の
作
付
面
積
を
除
い
た
面
積
が
当
該
地
域
に
お
け
る
田
▼
の
面
積
に
占
め
る
割
合
を
勘
案
し
、
か
 
 

つ
、
次
に
掲
げ
る
当
該
地
域
が
所
在
す
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
規
模
を
下
限
と
し
て
、
当
該
地
域
 
 

三
 
申
請
月
の
庖
す
る
年
の
前
々
年
（
蔭
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
に
お
い
て
そ
の
 
 

申
請
を
す
る
場
合
（
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
「
日
ま
で
の
間
に
当
該
申
請
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
 
又
は
そ
 
 

の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
の
前
年
に
お
い
 

に
お
け
る
そ
の
組
織
の
主
た
る
従
事
者
が
そ
の
組
織
か
ら
受
け
る
農
業
所
得
の
額
が
基
本
構
想
に
お
い
て
農
業
経
営
基
盤
 
 

ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

イ
 
前
号
イ
に
掲
げ
る
区
域
 
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 

ロ
 
イ
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
痍
 
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 

九  
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第
四
条
 
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
欄
る
基
準
闇
、
農
褒
及
び
廃
棄
物
に
関
す
る
法
令
の
遵
守
に
関
す
 
 

る
事
項
、
た
い
肥
そ
の
他
の
有
機
質
資
材
及
び
肥
料
の
施
用
に
関
す
る
事
項
へ
 
有
害
動
植
物
の
防
除
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
 
 

四
 
前
三
号
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
対
象
農
産
物
を
効
率
的
に
生
産
す
る
こ
と
 
 

が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
組
織
を
対
象
農
業
者
と
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

（
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
．
農
業
生
産
の
．
基
準
）
 
 

の
強
化
の
促
進
に
関
す
る
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
農
業
所
得
の
額
の
二
分
の
一
を
超
え
て
お
乃
、
か
つ
、
対
象
農
産
物
 
 
 

に
係
る
当
該
前
々
年
又
は
当
該
前
年
に
お
け
′
る
そ
の
組
織
の
農
業
収
入
の
額
若
し
く
は
農
業
所
得
の
額
又
．
は
農
作
業
受
託
 
 
 

面
積
の
合
計
の
い
ず
れ
か
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
前
々
年
又
は
当
該
前
年
に
お
け
る
そ
の
組
織
の
農
業
収
入
の
総
額
若
し
く
は
 
 
 

農
業
所
得
の
総
額
又
は
そ
の
組
織
外
構
成
員
が
使
用
収
益
権
等
を
有
し
て
い
る
田
、
畑
若
し
く
は
樹
園
地
（
そ
の
耕
作
に
 
 

業
の
委
託
を
受
け
た
田
、
畑
又
は
樹
園
地
の
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
七
以
上
で
あ
る
こ
 
 

要
す
る
費
用
を
す
べ
て
の
構
成
員
が
共
同
し
て
負
担
し
て
お
り
．
、
か
つ
、
そ
の
耕
作
に
係
る
利
益
を
す
べ
て
の
構
成
員
に
 
 
 

対
⊥
配
分
し
て
い
る
も
の
 

と
。
 
 

一
〇
頁
 
 
 



の
事
項
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
自
ら
点
検
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 
 

（
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
農
地
）
 
 
 

第
五
条
 
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
農
地
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
農
地
と
す
る
。
 
 
 

一
基
盤
強
化
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
嵐
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
に
お
け
る
 
 
 

（
期
間
平
濁
生
産
面
積
に
係
る
期
間
）
 
 
 

第
六
条
 
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
対
象
農
産
物
 
（
同
項
に
 
 

規
定
す
る
特
定
対
象
農
産
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
平
成
十
六
年
産
か
ら
平
成
十
八
年
産
ま
で
 
 

同
条
第
一
項
の
通
知
に
係
る
農
地
 
 
 

二
 
基
盤
強
化
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
一
項
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
勧
告
に
係
る
農
地
 
 

一
 
麦
及
び
大
豆
 
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
 
 

二
 
て
ん
菜
及
び
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
 
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
 
 

の
生
産
に
係
る
期
間
で
あ
る
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
 
 

日
ま
で
の
期
間
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第
七
条
 
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
生
産
面
積
へ
の
換
算
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
 
 

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
で
前
条
の
期
間
に
お
け
る
各
年
度
 

る
ば
れ
い
し
ょ
に
あ
っ
て
は
、
各
年
。
以
下
「
各
年
度
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
 

度
等
別
及
び
市
町
村
別
町
当
該
特
定
対
像
農
産
物
の
単
位
面
層
当
た
り
の
収
穫
量
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
で
 
 

険
し
て
得
た
面
積
を
合
算
し
て
す
る
も
の
ど
す
る
。
 
 

二
 
大
豆
 
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
 
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
 
 

一
 
麦
 
麦
の
生
産
を
行
う
者
の
麦
作
に
係
．
る
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
政
府
が
交
付
し
た
助
成
金
の
交
付
対
象
と
な
っ
 
 

た
も
の
及
び
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
 
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
 
 

（
生
産
面
積
▲
へ
の
換
算
）
 
 

成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
 
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
政
府
が
買
い
入
れ
た
も
の
の
合
計
数
量
 
 

交
付
金
の
交
付
対
象
と
な
っ
た
も
の
 
（
平
成
十
八
年
産
の
大
豆
に
あ
つ
▲
て
は
、
旧
大
豆
交
付
金
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
 
 
 

号
。
以
下
 
「
食
糧
法
改
正
法
」
 
と
い
う
。
）
 
に
よ
る
改
正
前
の
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
 
（
平
 
 

下
 
「
旧
大
豆
交
付
金
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
大
豆
の
生
産
者
に
対
し
交
付
し
た
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（
期
間
平
均
生
産
面
積
の
、
算
出
）
 
 
 

第
八
条
 
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
期
間
平
均
生
産
面
積
の
算
出
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
生
 
 

か
つ
、
 
 

産
面
積
を
三
で
除
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
申
出
が
あ
り
、
 
 

三
 
て
ん
菜
 
砂
糖
の
価
格
繭
整
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
 
 

四
 
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
 
糖
化
用
又
は
化
工
で
ん
粉
用
の
で
ん
粉
と
し
て
販
売
さ
れ
た
も
の
の
製
 
 

そ
の
申
出
に
係
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
生
産
面
積
の
う
ち
当
該
各
号
に
該
当
し
な
い
第
六
条
の
期
間
 
 

律
 
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
 
「
価
格
調
整
法
等
改
正
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
一
．
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
 
 
 

砂
糖
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
建
 
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
 
第
十
九
条
の
交
付
金
の
交
付
対
象
と
さ
れ
た
同
法
第
 
 

約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
 
）
 
の
数
量
 
 

整
販
売
計
画
等
に
従
っ
て
、
販
売
の
委
託
を
受
け
て
集
荷
し
た
も
の
 
（
旧
大
豆
交
付
金
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
契
 
 

造
の
用
に
供
さ
れ
た
も
の
の
数
量
 
 

す
る
生
産
者
団
体
等
が
旧
大
豆
交
付
金
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
同
条
第
一
項
の
調
 
 

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
産
糖
の
製
造
の
用
に
供
さ
れ
た
も
の
の
数
量
 
 

二
二
頁
 
 
 



各
号
に
掲
げ
る
特
定
対
象
農
産
物
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
せ
な
か
っ
た
場
合
 
 

平
成
十
六
年
度
以
降
に
対
象
農
業
者
が
周
又
は
畑
に
つ
い
て
新
た
に
使
用
収
益
権
等
を
取
得
し
．
、
又
は
新
た
に
農
作
業
委
 
 
 

託
契
約
を
締
結
し
て
農
作
業
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
耕
作
の
業
務
の
規
模
を
拡
大
し
た
場
合
に
は
、
法
第
三
条
 
 
 

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
期
周
平
均
生
産
面
層
の
算
出
は
、
当
該
対
象
農
業
者
に
許
し
使
用
収
益
権
等
を
設
定
し
た
者
 
 
 

又
は
農
作
業
の
委
託
を
し
た
者
 
（
以
下
「
設
定
者
等
」
 
と
総
称
す
る
。
）
 
に
係
る
次
項
の
親
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
生
産
面
 
 
 

積
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
っ
て
、
特
定
対
像
農
産
物
の
種
類
別
に
当
該
対
象
農
業
者
と
当
該
設
定
者
等
と
の
間
の
合
意
（
そ
 
 

の
合
意
に
係
る
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
面
積
を
当
該
設
定
者
等
ご
と
に
合
算
し
た
面
積
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
面
積
 
 

に
お
け
る
各
年
度
等
に
係
る
も
ゐ
を
当
該
各
年
度
等
の
激
（
零
を
除
く
。
）
 
で
除
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

一
土
地
改
良
法
（
昭
 

設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
 
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
 
第
二
条
第
六
項
に
 
 

規
定
す
る
災
害
復
旧
事
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
業
の
実
施
に
ょ
り
、
対
象
農
業
者
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
特
定
対
 
 
 

象
農
産
物
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
庵
か
っ
た
場
合
 
 
 

二
 
風
水
害
そ
▼
の
他
気
象
上
の
原
因
（
地
震
及
び
噴
火
を
含
む
。
）
 
に
よ
る
災
害
又
は
火
災
に
よ
り
、
対
象
農
業
者
が
前
条
 
 

一
四
頁
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3
 
前
項
の
雀
産
面
積
は
、
選
定
者
等
が
同
項
の
合
意
に
係
る
特
定
対
象
農
産
物
に
つ
い
て
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
交
付
 
 

金
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
合
意
を
行
う
目
前
直
近
の
当
該
交
付
金
の
交
付
の
際
に
農
林
水
産
大
臣
が
 
 

4
 
平
成
十
六
年
度
以
降
に
対
象
農
業
者
が
田
又
は
畑
に
つ
い
て
使
用
収
益
権
等
を
移
転
し
、
又
は
農
作
業
委
託
契
約
の
解
除
 
 

定
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
に
加
え
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

当
該
設
定
者
等
に
通
知
し
た
同
号
の
期
間
平
均
生
産
面
積
と
し
、
設
定
者
等
が
同
項
の
合
意
に
係
る
痔
定
対
象
農
産
物
に
つ
 
 

が
前
条
及
び
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
出
し
、
当
該
設
定
者
等
に
通
知
し
た
面
積
と
す
る
。
 
 

二
 
当
該
設
定
者
等
に
係
る
次
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
生
産
面
積
を
当
該
設
定
者
等
ご
と
に
合
算
し
た
面
積
を
、
当
 
 

該
設
定
者
等
に
係
る
権
利
設
定
等
面
積
｛
前
号
に
掲
げ
る
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
又
は
農
作
業
受
託
面
積
（
同
号
に
掲
 
 

の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
面
積
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
合
意
を
除
く
。
）
 
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
面
積
を
、
前
項
の
規
 
 
 

い
て
同
号
の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
設
定
者
等
の
申
出
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
 
 

一
 
当
該
対
象
農
業
者
が
新
た
に
使
用
収
益
権
等
を
取
得
し
、
又
は
新
た
に
農
作
業
委
託
契
約
を
締
結
し
て
農
作
業
の
委
託
 
 

げ
る
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
で
除
し
て
得
た
割
合
に
、
同
号
に
掲
げ
る
面
積
を
乗
じ
て
得
た
面
積
 
 

を
受
け
た
田
又
は
畑
の
面
積
 
 

一
五
頁
 
 
 



、
失
効
若
し
く
は
変
更
 
（
以
下
「
解
像
等
」
▼
．
と
い
う
。
）
 
に
よ
っ
て
農
作
業
の
委
託
を
受
け
な
く
な
っ
美
こ
と
に
よ
り
そ
の
 
 
 

耕
作
の
業
務
の
規
模
を
縮
小
し
た
場
合
に
は
、
・
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
期
間
平
均
生
産
面
積
の
算
出
は
、
 
 
 

当
該
対
象
農
業
者
に
係
る
次
項
に
お
い
て
準
尉
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
生
産
面
積
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
っ
 
 
 

て
、
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
 

係
．
る
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
面
積
を
当
該
対
象
農
業
者
ご
と
に
合
算
し
た
面
積
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
面
積
の
う
ち
 
 
 

い
ず
れ
か
大
 

よ
り
算
出
し
た
面
積
か
ら
控
除
し
て
す
る
も
の
と
す
る
．
。
 

一
 
当
該
対
象
農
業
者
が
使
用
収
益
権
等
を
移
転
し
、
又
は
農
作
業
委
託
契
約
の
解
除
等
に
よ
っ
て
農
作
業
の
垂
託
を
受
け
 
 

な
く
な
っ
た
田
又
は
畑
の
面
積
 
 
 

二
 
当
該
対
象
農
業
者
に
係
る
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
に
ょ
り
定
め
ら
れ
る
生
産
面
積
を
当
該
対
象
農
業
者
 
 

ご
と
に
合
算
し
た
面
積
を
、
当
該
対
象
農
業
者
に
係
る
権
利
設
定
等
面
椿
（
前
号
に
掲
げ
る
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
又
 
 

は
農
作
業
受
託
面
積
 
（
同
音
に
掲
げ
る
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
で
除
し
て
得
た
割
合
に
、
同
号
に
掲
げ
る
面
積
を
乗
じ
 
 

て
得
た
面
積
 
 
 

一
六
頁
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5
 
前
項
の
生
産
面
積
に
つ
い
て
は
、
．
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
 
 

「
第
四
項
」
と
、
「
設
定
者
等
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
対
象
農
業
者
」
 
と
、
「
当
該
設
定
者
等
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
当
該
対
象
農
業
 
 
 

者
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

6
 
平
成
十
九
年
度
以
降
に
対
象
農
菓
者
が
田
又
は
畑
に
つ
い
て
使
用
収
益
権
等
を
移
転
し
、
又
は
農
作
業
委
託
契
約
の
解
除
 
 

等
に
よ
．
っ
て
農
作
業
の
委
託
を
受
け
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
耕
作
の
業
務
の
規
模
を
縮
小
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
 
 

対
象
農
業
者
ご
と
に
合
算
し
た
面
積
（
以
 

積
で
除
し
て
得
た
割
合
 
（
．
そ
の
割
合
が
一
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
）
 
を
第
三
号
に
掲
げ
る
面
積
の
合
計
に
乗
じ
て
 
 
 

得
た
面
積
を
超
え
る
と
き
は
、
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
期
間
平
均
生
産
面
積
の
算
出
は
、
そ
の
乗
じ
て
得
 
 
 

た
面
積
を
合
算
面
積
で
除
し
て
宿
た
割
合
を
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
に
乗
じ
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

一
合
算
面
積
（
当
該
移
転
を
し
、
又
は
当
該
解
除
筈
を
し
た
と
き
に
お
い
て
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
向
項
に
規
定
す
る
合
 
 

意
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
面
積
を
控
除
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
」
 
そ
の
控
除
し
た
面
積
を
含
む
。
）
 
 

ら
れ
た
面
積
を
加
え
、
又
は
控
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
加
算
後
又
は
控
除
後
の
面
積
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
 
（
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
合
意
に
よ
り
定
め
 

一
七
頁
 
 
 



二
 
権
利
設
定
等
面
積
（
当
該
移
転
又
は
当
該
解
除
等
に
係
る
面
積
（
以
下
「
移
転
等
面
積
」
と
い
う
。
）
 
を
含
む
。
）
 
の
 
 

合
計
又
は
農
作
業
受
託
面
積
（
移
転
等
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
 
 

三
 
権
利
設
定
等
面
積
（
移
転
等
面
積
を
除
く
。
）
 
の
合
計
又
は
農
作
業
受
託
面
積
（
移
転
等
面
積
を
除
く
バ
）
 
の
合
計
 
 
 

、
（
特
定
対
象
農
産
物
の
品
質
の
区
分
）
 
 
 

第
九
奏
 
法
第
三
条
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
品
質
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
に
 
 
 

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
考
慮
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
よ
っ
て
示
さ
れ
か
品
質
の
区
分
と
 
 

（
特
定
対
象
農
産
物
の
品
質
区
分
別
の
生
産
量
）
 

第
十
条
 
法
第
三
条
第
町
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
特
定
対
象
農
産
物
の
品
質
区
分
別
の
生
産
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
 
 

す
る
。
 
 

三
 
て
ん
菜
 
糖
度
 
 
 

四
 
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
 
で
ん
粉
の
含
有
率
そ
の
他
の
事
項
 
 
 

二
 
大
豆
 
整
粒
の
割
合
そ
の
他
の
事
項
 
 

一
・
麦
 
た
ん
ば
く
質
の
含
有
率
そ
の
他
の
事
項
 
 

一
八
頁
 
 
 



る
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
で
対
象
農
業
者
に
係
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
麦
 
対
象
農
業
者
が
法
第
三
条
第
」
項
第
二
与
の
交
付
金
を
交
付
す
る
年
度
 

と
い
う
。
）
に
お
い
て
生
産
す
る
麦
を
需
要
者
に
対
し
販
禿
す
る
こ
と
を
約
し
た
喪
約
（
当
該
麦
を
は
種
す
る
前
に
当
該
 
 

対
象
農
業
者
と
当
該
需
要
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 
に
基
づ
き
当
該
対
象
農
業
者
が
販
売
し
た
も
の
 
（
 
 

る
。
）
を
履
行
す
る
た
め
に
当
該
販
売
者
が
凛
荷
し
た
も
の
人
春
期
に
は
種
す
る
小
麦
、
 

大
麦
、
六
条
大
麦
及
び
は
だ
か
麦
に
限
り
、
・
種
子
又
は
麦
芽
の
原
料
と
し
て
集
荷
し
た
も
の
を
除
く
。
）
 
で
あ
っ
て
、
そ
 
 
 

の
品
質
が
前
条
に
規
定
す
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
数
量
 
 

二
 
大
豆
 
対
象
農
業
者
が
交
付
年
度
に
お
い
て
生
産
す
る
大
豆
を
需
要
者
に
対
し
販
売
す
る
こ
と
を
約
し
た
契
約
 
（
当
該
 
 

）
、
秋
期
に
は
種
す
る
小
麦
 
（
主
と
し
て
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
は
種
す
る
こ
と
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
小
麦
を
い
 
 

春
期
に
は
種
す
る
小
麦
 
（
主
と
し
て
三
月
及
び
四
月
に
は
種
す
る
こ
と
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
小
麦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
 
 

う
。
以
下
同
じ
。
．
）
、
二
条
大
麦
、
六
条
大
麦
及
び
は
だ
か
麦
に
限
り
、
種
子
又
は
麦
芽
の
原
料
と
し
て
販
売
し
た
も
の
 
 

売
す
る
こ
と
を
約
し
た
契
約
 
（
当
該
麦
を
は
種
す
る
前
に
当
該
販
売
者
と
当
該
需
要
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
も
の
に
限
 
 
 

を
除
く
。
）
 
又
は
対
象
農
業
者
が
交
付
年
度
に
お
い
て
生
産
す
る
麦
を
委
託
を
受
け
て
販
売
す
る
者
が
需
要
者
に
対
し
娠
 
 

一
九
頁
 
 
 



、 

そ
の
品
質
が
前
条
に
規
定
す
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
数
量
 
 
 

三
 
て
ん
菜
 
価
格
詭
整
法
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
画
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
 
（
 
 

四
 
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
 
新
価
格
調
整
法
第
三
十
五
条
の
国
内
産
い
も
で
ん
粉
交
付
金
の
交
付
対
 
 

る
前
に
約
し
 

売
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
及
び
黒
大
豆
を
除
く
。
）
 
又
は
委
託
を
受
け
て
大
豆
を
販
売
す
る
者
に
対
し
対
象
農
業
者
が
 
 

価
格
調
整
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
の
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 
で
あ
っ
て
、
 
 

販
売
を
委
託
し
て
出
荷
し
た
も
の
 
（
種
子
と
し
て
販
売
を
委
託
し
て
出
荷
し
た
も
の
及
び
黒
大
豆
を
除
く
。
）
 
で
あ
っ
て
 
 

対
象
農
業
者
が
当
該
恵
要
者
に
対
し
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
当
該
大
豆
を
生
産
す
る
こ
と
を
当
該
大
豆
を
は
種
す
 
 

象
と
な
り
、
ノ
 
又
は
交
付
対
象
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
新
価
格
調
整
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
国
内
産
い
 
 

以
下
 
「
新
価
格
調
整
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
二
十
一
条
の
国
内
産
糖
交
付
金
の
交
付
対
象
セ
な
り
、
又
は
交
付
対
象
と
な
る
 
 

そ
の
品
質
が
前
条
に
規
定
す
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
数
量
 
 

も
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
さ
れ
た
も
の
 
（
新
価
格
調
整
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
の
区
域
内
に
お
 
 

こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
新
価
格
調
整
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
内
産
糖
の
製
造
の
用
に
供
さ
れ
た
も
の
 
（
新
 
 

二
〇
頁
 
 
 



（
前
年
度
収
入
感
の
・
算
出
）
 
 
 

第
十
一
条
 
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
年
度
収
入
額
の
算
出
は
「
 
都
道
府
県
又
は
都
道
府
県
の
区
域
を
分
け
て
農
林
 
 

る
年
度
の
前
年
度
 
（
以
下
 
「
交
付
前
年
度
」
 
と
い
う
。
）
 
に
お
け
る
単
位
面
積
当
た
り
の
収
入
額
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
も
の
 
（
以
下
 
「
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
」
 
と
い
う
。
）
 
に
、
当
該
交
付
前
年
度
に
お
け
る
対
象
農
業
 
 
 

者
の
対
象
農
産
物
の
生
産
面
積
（
当
該
交
付
前
年
度
に
お
け
る
対
象
農
産
物
の
生
産
量
 
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
対
象
農
産
物
 
 

度
生
産
面
積
」
と
い
う
。
）
を
対
象
農
雇
物
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

一
米
穀
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
米
穀
（
食
粗
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
 
 

物
の
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
で
除
し
て
得
た
も
の
を
い
う
。
以
下
 
「
交
付
前
年
 
 

水
産
大
臣
が
定
め
る
地
痍
 
（
以
下
 
「
地
域
」
 
と
総
称
す
る
。
．
）
 
別
及
び
対
象
農
産
物
の
種
類
別
に
同
項
の
交
付
金
を
交
付
す
 
 

の
種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
で
対
象
農
業
者
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）
 
を
地
域
別
の
当
該
対
象
農
産
 
 

関
す
る
法
律
 
（
以
下
 
「
新
食
糧
法
」
▼
と
い
う
。
）
 
第
九
条
第
一
号
の
資
金
の
．
貸
付
け
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
及
び
種
子
と
 
 

し
て
販
売
し
、
又
は
販
売
を
委
託
し
て
出
荷
し
た
も
の
を
除
く
。
）
 
で
あ
っ
て
、
そ
の
品
質
が
整
粒
の
割
合
そ
の
他
の
事
 
 

い
て
生
産
さ
れ
た
も
の
に
限
る
？
）
 
で
あ
・
つ
て
、
そ
の
品
質
が
前
条
に
規
定
す
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
数
量
 
 

二
一
頁
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項
を
考
慮
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
数
量
一
（
陸
稲
に
係
る
凍
穀
以
外
の
米
穀
に
あ
っ
て
は
 
 
 

、
新
食
糧
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
産
調
整
方
針
（
同
項
Ⅵ
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
∴
生
産
調
整
方
 
 
 

針
」
 
と
い
う
。
．
）
 
に
従
っ
て
対
象
農
業
者
に
対
し
て
交
付
前
年
度
に
設
定
さ
れ
た
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
生
産
 
 
 

数
量
目
標
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
の
数
量
に
限
り
、
そ
の
数
量
が
当
該
目
標
に
定
め
ら
れ
た
数
量
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
 
 

イ
 
交
付
前
年
度
末
ま
で
に
」
 
対
象
農
業
者
が
新
食
糧
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
米
穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
の
 
 

て
は
、
当
該
目
標
に
定
め
ら
れ
た
数
量
と
す
る
。
）
 
 

ロ
 
交
付
前
年
度
末
ま
で
に
、
対
象
農
業
者
又
は
対
象
農
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
米
穀
を
販
売
す
る
者
 
（
イ
に
掲
げ
る
 
 

者
を
除
く
。
）
 
が
、
販
売
の
相
手
方
と
の
間
で
当
該
相
手
方
に
対
し
米
穀
を
販
売
す
る
こ
と
を
約
し
た
契
約
を
締
結
し
 
 
 

て
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
相
手
方
に
販
売
し
た
も
の
 
（
対
象
農
業
者
が
年
間
を
通
じ
て
銘
柄
別
の
同
一
の
販
売
価
 
 

会
員
又
は
当
該
会
員
の
構
成
員
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
対
し
販
売
し
、
又
は
販
 
 

売
を
委
託
し
て
出
荷
し
た
も
の
 
 

）
 
 

l
 
 

（
 
 

）
 
 

2
 
 

（
 
 

新
食
糧
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
 
（
出
荷
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
 
を
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

生
産
調
整
方
針
を
作
成
し
て
・
い
る
こ
と
。
 
 

二
二
頁
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及
び
伺
条
第
二
号
中
「
交
付
年
度
」
と
あ
る
ノ
の
は
、
「
交
付
前
年
度
」
と
す
る
。
）
 
 
 

2
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
ヶ
収
入
額
を
定
め
る
に
当
た
っ
 

及
び
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
販
売
価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
標
準
的
収
入
額
の
算
出
）
 
 
 

第
十
二
条
 
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
的
収
入
衝
の
算
出
は
、
地
域
別
及
び
対
象
農
産
物
の
種
類
別
に
単
位
面
積
 
 

当
た
り
の
標
準
的
な
収
入
額
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
 
（
以
下
 
「
単
位
面
積
当
た
り
療
準
的
収
入
額
」
 
と
い
う
。
 
 

）
 
に
、
交
付
前
年
度
生
産
面
積
を
対
象
農
産
物
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

2
▼
農
林
水
産
大
臣
は
1
単
位
面
積
普
七
り
標
準
的
収
入
額
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
交
付
前
年
度
の
前
年
度
以
前
五
箇
年
 
 
 

度
の
各
年
度
に
お
け
る
地
域
別
及
び
対
象
農
産
掛
の
種
類
別
の
販
売
価
格
に
当
該
年
度
に
お
け
る
地
域
別
及
び
対
象
農
直
物
 
 

行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
を
除
く
。
）
 
 
 

二
 
米
穀
以
外
の
対
象
農
産
物
 
そ
れ
ぞ
れ
前
条
各
号
に
定
め
る
数
量
 
（
上
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
与
中
 
「
法
第
三
 
 

条
第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
を
交
付
す
を
年
度
」
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
交
付
年
度
」
と
い
う
。
）
」
 
と
あ
り
、
同
号
 
 

格
で
販
売
し
た
も
の
 
（
そ
の
銘
柄
別
の
販
売
価
格
の
設
定
が
当
該
銘
柄
に
係
る
市
場
価
格
の
動
向
を
十
分
に
考
慮
し
て
 
 

二
三
頁
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第
十
三
条
 
法
第
個
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
l
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

一
交
付
前
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
、
萩
期
に
は
種
す
る
麦
（
主
と
し
て
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
 
 

は
種
す
る
こ
と
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
麦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ノ
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
交
付
前
年
度
の
前
年
度
の
 
 

び
最
小
の
も
の
を
除
い
た
額
そ
の
他
の
事
項
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

の
種
類
別
の
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
を
対
象
農
産
物
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
最
大
の
も
の
及
 
 
 

二
 
次
の
▲
小
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。
 
 

イ
 
前
号
の
申
出
を
し
た
者
の
交
付
前
年
度
に
お
け
る
積
立
基
準
収
入
額
 
（
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
に
、
当
該
 
 
 

交
付
前
年
度
に
お
い
て
そ
ゐ
者
が
生
産
す
る
・
こ
と
を
予
定
す
る
対
濠
農
産
物
に
係
る
生
産
面
積
と
し
て
そ
の
者
が
前
号
 
 
 

の
申
出
を
す
る
際
に
農
林
水
産
大
臣
に
申
し
出
た
面
椿
を
対
象
農
産
物
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
合
 
 

二
四
頁
 
 
 

（
積
立
金
の
基
準
）
 
 

う
。
）
 
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
な
さ
れ
た
積
立
て
を
行
う
旨
の
申
出
に
係
る
も
の
で
あ
る
 
 

六
月
一
目
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
）
 
の
間
に
法
第
四
条
第
一
項
の
交
付
金
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
交
付
金
」
 
と
い
 
 

こ
と
。
 
 



ロ
 
前
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
 
交
付
前
年
度
Ⅵ
七
月
三
十
一
日
 
 
 

四
 
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
積
立
金
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
で
せ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
農
林
 
 
 

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
者
 
（
以
下
 
「
積
立
金
管
理
者
」
 
と
い
う
。
）
 
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

積
立
金
管
理
者
は
、
積
立
金
を
積
み
立
て
て
い
る
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
 
 

三
 
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日
か
ら
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
取
り
崩
さ
れ
 
 

て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
項
第
一
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
取
り
崩
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
 
 

。
 
 

イ
 
前
号
イ
に
該
当
す
る
場
合
 
同
号
イ
の
納
付
の
日
 
 

算
し
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
百
分
の
二
二
一
五
に
相
当
す
る
額
が
、
当
該
交
付
前
年
度
の
七
月
三
十
一
日
ま
 
 

で
に
、
第
四
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
納
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
交
付
前
年
度
の
七
月
三
十
一
日
に
お
け
る
法
第
四
条
第
一
項
の
積
立
金
 
（
以
下
 
「
積
立
金
」
 
と
い
う
。
）
 
の
額
が
、
 
 
 

前
号
の
申
出
を
し
た
者
の
当
該
交
付
前
年
度
に
お
け
る
積
立
基
準
収
入
額
の
百
分
の
四
・
五
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
 
 

る
こ
と
。
 
 

二
五
頁
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第
十
西
条
 
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
農
林
水
産
大
臣
が
 
 

3
 
第
一
項
第
四
号
の
指
定
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

そ
の
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
取
り
崩
し
た
上
で
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

療
を
下
回
っ
た
場
合
 
そ
の
差
額
Ⅵ
百
分
の
二
二
・
一
五
に
相
当
す
る
額
 
 
 

七
 
交
付
金
の
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
際
に
対
象
農
業
者
で
な
い
こ
と
が
薩
認
さ
れ
た
場
合
 
積
立
金
の
．
全
額
 
 

百
分
の
二
㍉
二
五
に
相
当
す
る
額
を
超
え
た
場
合
 
そ
の
超
え
た
部
分
に
相
当
す
る
額
 
 
 

六
 
交
付
前
年
度
に
お
け
る
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
的
収
入
額
が
当
該
交
付
前
年
度
に
お
け
る
積
立
基
準
収
入
 
 

三
 
前
項
第
一
号
の
申
出
を
し
庵
か
っ
た
場
合
 
積
立
金
の
全
額
 
 

四
 
前
項
賢
一
号
イ
に
規
定
す
る
額
を
納
付
せ
ず
、
か
つ
∴
積
立
金
の
額
が
同
号
ロ
に
該
当
し
な
い
場
合
 
積
立
金
の
全
額
 
 

五
 
前
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
積
立
金
管
理
者
に
対
し
て
納
付
し
た
額
が
交
付
前
年
度
に
お
け
る
積
立
基
準
収
入
額
の
 
 

二
 
積
立
金
の
返
納
の
申
出
を
し
た
場
合
 
積
立
金
の
全
額
 
 

一
 
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
場
合
 
当
該
交
付
金
の
金
額
の
三
分
の
」
に
相
当
す
る
額
 
 

（
交
付
金
の
交
付
の
申
請
）
 
 

二
六
頁
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⊥
決
定
の
通
知
）
 
 
 

第
十
五
条
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
を
審
査
し
．
、
交
付
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
 
 

速
や
か
に
そ
の
決
定
め
内
容
を
、
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

定
め
る
様
式
に
よ
る
交
付
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

2
．
前
項
の
交
付
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
潔
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
基
盤
強
化
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
農
業
者
若
し
く
は
特
定
農
漂
団
体
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 
 
 

又
は
特
定
農
業
団
体
以
外
の
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
組
織
に
あ
っ
て
は
第
二
条
倉
一
項
各
号
の
要
件
を
満
た
し
て
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 
 

第
一
条
 
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
 
（
平
成
十
九
年
四
月
一
目
）
 
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
の
規
定
は
．
、
 
 

い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 
 
 

二
 
第
一
条
文
は
第
三
条
に
規
定
す
る
耕
作
の
業
務
の
規
模
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 
 
 

三
 
第
四
条
に
規
定
す
、
る
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
農
業
生
温
に
係
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 
 

附
 
則
 
 

二
七
頁
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人
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
農
用
他
の
利
用
の
集
積
の
目
標
に
関
す
る
凝
過
措
置
）
 
 

賢
一
桑
 
第
三
条
第
二
号
に
該
当
す
る
／
組
織
に
つ
い
七
の
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
 
 
 

同
号
中
「
三
分
の
二
」
と
烏
る
の
は
、
「
二
分
の
十
」
と
す
る
。
 
 

（
第
七
条
第
三
号
又
は
第
四
号
の
数
量
に
関
す
る
経
過
措
置
 

第
三
条
 
平
成
十
八
年
産
の
て
ん
菜
に
係
る
第
七
条
第
三
号
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
・
同
号
中
「
交
付
対
象
と
さ
れ
た
」
 
と
あ
る
 
 

の
は
、
「
交
付
対
象
と
な
り
、
又
は
交
付
対
象
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
」
 
と
す
る
。
 
 
 

2
 
平
成
十
八
年
産
の
で
ん
粉
わ
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
に
係
る
第
七
条
第
四
号
の
数
量
に
つ
い
．
て
は
、
同
号
中
「
 
 

販
売
さ
れ
た
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
販
売
さ
れ
、
又
は
販
売
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
」
 
と
す
る
。
 
 

（
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
積
立
て
の
申
出
の
期
間
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 
 

第
四
条
 
駄
賃
四
条
第
一
項
の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
せ
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
平
成
十
八
年
 
 

度
に
お
け
る
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
秋
期
に
は
種
す
る
麦
に
係
る
・
積
立
て
を
行
う
旨
め
申
出
を
農
林
水
産
 
 

大
臣
に
対
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
出
の
期
間
・
は
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
同
年
十
 
 

公
布
の
個
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

二
八
頁
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（
見
直
し
）
 
 
 

第
五
条
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
農
業
の
／
構
遷
改
革
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
点
検
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
」
望
ま
し
い
農
業
 
 
 

構
造
の
実
現
に
向
け
て
、
、
東
一
条
及
び
第
三
条
に
規
定
す
る
耕
作
の
業
務
の
規
模
の
基
準
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
 
 

第
六
条
 
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
人
昭
和
三
十
六
年
農
林
省
令
第
六
十
号
）
 
は
、
廃
止
す
る
。
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

一
月
三
十
日
ま
で
の
間
と
す
る
．
。
 
 

（
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
廃
止
）
 
 

二
九
頁
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な
る
基
幹
的
な
作
業
を
行
う
こ
と
、
そ
の
生
産
し
た
農
産
物
を
当
該
受
託
 
 
 

者
Ⅵ
名
義
を
も
つ
て
販
売
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
販
売
に
よ
る
収
入
の
程
 
 
 

度
に
応
じ
当
該
収
入
を
農
作
業
及
び
販
売
の
受
託
の
対
価
と
し
て
充
当
す
 
 
 

る
こ
と
を
約
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
農
作
業
委
託
契
約
」
 
と
い
う
。
）
 
 
 

に
基
づ
き
他
の
者
か
ら
農
作
業
の
委
託
を
受
け
た
田
又
は
畑
の
面
積
を
含
 
 
 

み
、
農
作
業
委
託
契
約
に
基
づ
き
他
の
者
に
対
し
て
農
作
業
の
委
託
を
し
 
 
 

た
田
又
は
畑
 
（
当
該
他
の
者
か
ら
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
 
 
 

の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
田
又
は
畑
で
あ
っ
て
、
 
 
 

そ
の
委
託
を
し
た
者
が
当
該
農
作
業
の
委
託
を
し
た
年
に
お
い
て
農
産
物
 
 
 

の
生
産
及
び
販
売
を
行
っ
て
い
な
い
部
分
に
限
る
。
）
 
の
面
積
を
除
く
。
以
 
 
 

下
「
権
利
設
定
等
面
積
」
 
と
い
う
。
）
 
の
合
計
が
、
北
海
道
に
あ
っ
て
は
十
 
 
 

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
、
都
府
県
に
あ
っ
て
は
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
 
 
 

と
。
た
だ
し
、
地
勢
等
の
地
理
的
条
件
に
よ
り
耕
作
の
 

大
を
図
る
こ
と
か
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
そ
の
他
の
地
域
に
 
 
 

あ
っ
て
は
、
権
利
設
定
等
面
積
の
合
計
が
、
当
該
地
域
に
お
け
る
一
集
落
 
 
 

当
た
り
の
田
及
び
畑
の
平
均
的
な
面
積
が
我
が
国
に
お
け
る
一
集
落
当
た
 
 
 

り
の
田
及
び
畑
の
平
均
的
な
面
積
に
占
め
る
割
合
を
勘
案
し
、
か
つ
、
次
 
 
 

に
掲
げ
る
当
該
地
域
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
 
 
 

に
定
め
る
規
模
を
下
限
と
し
て
、
当
該
地
域
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
 
 
 

ぬ
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

イ
 
北
海
道
 
六
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 
 

自
 
都
府
県
 
二
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 

二
 
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
の
日
（
以
下
「
申
請
日
」
 
 

と
い
う
。
）
 
の
属
す
る
年
の
前
々
年
 
（
法
第
三
粂
第
一
項
第
一
号
の
交
付
金
 
 
 

の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
に
お
い
て
そ
の
中
講
を
す
る
場
合
 
（
そ
の
 
 
 

年
の
一
月
一
日
か
う
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
申
静
を
す
る
場
合
 
 
 

を
除
く
。
）
 
又
は
そ
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
の
前
年
に
お
い
て
そ
の
 
 

申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
属
す
る
年
の
前
年
）
 
に
お
け
 
 
 

る
そ
の
者
の
農
業
所
得
の
額
 
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
．
、
そ
の
法
 
 
 

人
の
主
た
る
従
事
者
が
そ
の
法
人
か
ら
受
け
る
農
業
所
得
の
額
）
 
が
農
業
 
 
 

経
常
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
基
 
 
 

盤
強
化
法
」
と
い
う
。
）
鼠
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
構
想
（
基
盤
強
 
 
 

化
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
者
の
農
業
経
営
改
善
計
画
 
 
 

を
認
定
し
た
市
町
村
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
 
に
お
い
て
農
業
経
営
基
盤
 
 
 

の
強
化
の
促
進
化
関
す
る
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
農
業
所
得
の
額
の
」
二
 
 
 

分
の
一
を
超
え
て
お
り
、
か
つ
、
対
象
農
産
物
 
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
 
 
 



ロ   

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
二
十
三
条
 
 

第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
農
業
団
体
そ
の
他
 
 

の
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
▼
｝
組
織
 
（
地
 
 

域
に
お
け
る
農
地
の
利
用
の
集
積
を
確
実
に
 
 

行
う
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
農
地
法
（
昭
和
 
 

二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
．
第
二
条
 
 

第
七
項
に
規
定
す
る
農
業
生
産
温
人
と
な
る
 
 

こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
そ
 
 

の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
 
 

た
す
も
の
に
限
り
、
法
人
を
除
く
。
）
 
で
あ
 
 

っ
て
、
そ
の
耕
作
の
業
務
の
規
模
が
対
象
農
 
 

産
物
の
効
率
的
な
生
産
を
図
る
上
で
適
切
な
 
 

も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
 
 

に
適
合
す
る
も
の
 
 

定
す
る
対
象
農
産
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
係
る
当
該
前
々
年
又
は
当
 
 

該
前
年
に
お
け
る
そ
の
者
の
農
業
収
入
の
額
若
し
く
は
農
業
所
得
の
額
又
 
 

は
権
利
設
定
等
面
積
の
合
計
の
い
ず
れ
か
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
前
々
年
又
は
 
 

当
該
前
年
に
お
け
る
そ
の
者
の
農
業
収
入
の
総
額
若
し
く
は
農
業
所
得
の
 
 

総
額
又
は
そ
の
者
が
使
用
収
益
権
等
を
有
し
て
い
る
田
、
畑
若
し
く
は
樹
 
 

が
百
分
の
二
十
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

園
地
の
面
積
 
（
農
作
業
委
託
契
約
に
基
づ
き
他
の
者
か
ら
農
作
業
の
委
託
 
 

を
受
け
た
田
、
畑
又
は
樹
園
地
の
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
に
占
め
る
割
合
 
 

三
 
前
二
号
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
．
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
 
 

つ
、
対
象
魚
産
物
を
効
率
的
に
生
産
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
 
 

れ
る
場
合
に
あ
ぅ
て
は
、
そ
の
者
を
対
象
農
業
者
 
（
法
第
二
条
第
二
項
に
 
 

規
定
す
る
対
象
農
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
と
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

（
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
組
織
の
要
件
）
 
 

第
二
条
 
法
第
二
粂
第
二
項
第
一
号
ロ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
 
 
 

特
定
農
業
団
附
（
基
盤
強
化
法
第
二
十
三
条
虜
四
項
に
規
定
す
る
特
定
農
業
 
 
 

団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
で
あ
る
こ
と
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
 
 
 

当
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

一
 の
中
層
を
し
た
際
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
た
当
該
目
標
の
作
成
日
か
 
 

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
白
 
（
そ
の
日
か
ら
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
 
 

内
で
当
該
目
標
を
達
成
す
る
期
日
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
次
項
に
定
 
 

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
承
認
 
 

に
係
る
期
日
）
 
ま
で
に
、
基
盤
強
化
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
 
 

構
想
（
そ
の
組
織
が
主
と
し
て
農
作
業
を
行
う
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
 
 

市
町
村
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
 
「
基
 
 

本
構
想
」
 
と
い
う
。
）
 
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
農
用
地
利
用
改
善
事
業
（
基
 
 
 

数
強
化
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
農
用
地
利
用
改
善
事
業
を
 
 

い
う
。
）
 
の
実
施
の
単
位
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
の
基
準
 
 

に
適
合
す
る
区
域
で
あ
っ
て
そ
の
組
織
が
主
と
し
て
農
作
業
を
行
う
区
域
 
 

（
以
下
「
適
合
区
域
」
と
い
う
。
）
 
の
農
用
地
（
基
盤
強
化
法
第
四
条
第
一
 
 

項
第
一
号
に
規
定
す
る
農
用
地
を
い
う
。
）
 
の
面
積
の
三
分
の
二
以
上
の
面
 
 

積
に
つ
い
て
利
用
の
集
積
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

二
 
そ
の
組
織
を
変
更
し
て
、
・
そ
の
構
成
員
を
主
た
る
組
合
員
、
株
主
又
は
 
 

社
員
と
す
る
農
業
生
産
法
人
 
（
農
地
法
 
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
 
 

十
九
号
）
 
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
農
業
生
産
法
人
を
い
う
。
以
下
同
 
 ．二」力 0抄   



じ
。
）
と
な
る
こ
と
に
関
す
る
計
画
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
 
 

る
も
の
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
達
成
が
確
実
と
児
込
ま
れ
る
こ
と
。
 
 
 

イ
 
農
業
生
産
法
人
と
克
る
予
虐
年
月
日
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
 
 

客  

そ
の
日
が
、
初
め
て
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
を
 
 

し
た
際
に
農
林
水
産
大
垣
に
提
出
し
た
農
業
生
産
法
人
と
な
る
こ
と
に
 
 

関
す
る
計
画
の
作
成
日
か
ら
起
算
し
で
五
年
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
 
 

か
ら
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
瞥
該
計
画
を
達
成
す
る
期
日
を
延
期
 
 

す
る
こ
と
に
つ
い
て
次
項
に
居
め
る
と
こ
ち
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
 
 

承
認
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
期
日
）
 
前
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
そ
の
組
織
が
農
業
生
産
法
人
と
な
る
た
め
に
実
施
す
る
事
項
及
び
そ
 
 

の
実
施
時
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

ハ
 
そ
の
組
織
の
主
た
る
従
事
者
が
目
標
と
す
る
農
業
所
得
の
額
が
定
め
 
 

ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
額
が
、
基
本
構
想
に
お
い
て
農
業
経
営
基
 
 

盤
の
強
化
の
促
進
に
関
す
る
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
農
業
所
得
の
額
 
 

と
同
等
以
上
の
水
準
で
あ
る
こ
と
。
 
 

二
 
そ
の
組
織
が
目
標
と
す
る
農
業
経
営
の
規
模
、
生
産
方
式
そ
の
他
の
 
 

農
業
経
営
の
指
標
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
内
容
が
、
基
本
 
 

構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
の
指
標
 
 

と
整
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

三
 
目
吋
構
成
員
た
る
資
格
、
構
成
員
の
加
入
及
び
脱
退
に
関
す
る
事
項
、
 
 

代
表
者
に
関
す
る
事
項
、
総
会
の
議
決
事
項
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
定
 
 

め
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
記
載
事
項
に
係
る
内
 
 

容
が
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
定
款
又
は
規
約
を
有
し
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 
 

四
 
そ
の
耕
作
に
要
す
る
費
用
を
す
べ
七
の
構
成
員
が
共
同
し
て
負
担
し
て
 
 
 

．
お
り
、
か
つ
、
そ
め
耕
作
に
係
る
利
益
を
す
べ
て
の
構
成
員
に
対
し
配
分
 
 

し
て
い
る
こ
と
。
 
 

2
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
イ
の
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
の
申
請
は
、
そ
の
 
 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
組
織
の
代
表
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
 
 
 

載
し
だ
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
申
請
者
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
 
 
 

二
 
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
目
標
又
は
計
画
の
達
成
の
 
 

期
日
 
 
 

三
 
前
号
初
期
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
理
由
 
 
 

（
委
託
を
受
け
て
農
作
菜
を
行
う
組
織
に
係
る
耕
作
の
業
務
の
規
模
の
基
準
）
 
 

第
三
条
 
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
 
 
 



次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

一
阜
の
組
織
の
構
成
員
が
使
用
収
益
権
等
 

の
耕
作
に
要
す
る
費
用
を
す
べ
て
の
構
成
員
が
共
同
し
て
負
担
し
て
お
り
、
 
 
 

か
つ
、
そ
の
耕
作
に
係
る
利
益
を
す
べ
て
の
構
成
員
に
対
し
配
分
し
て
い
 
 
 

る
も
の
に
限
る
。
）
 
の
面
積
 
（
農
作
業
委
託
契
約
に
基
づ
き
そ
の
組
織
の
構
 
 
 

成
員
以
外
の
者
か
ら
農
作
業
の
委
託
を
受
け
た
田
又
は
畑
の
面
積
を
含
み
、
 
 
 

農
作
業
委
託
契
約
に
基
づ
き
他
の
者
に
対
し
て
農
作
業
の
委
託
を
し
た
田
 
 
 

又
は
畑
 
（
当
該
他
の
者
か
ら
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
 
 
 

請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
各
当
該
申
請
に
係
る
田
又
は
畑
で
あ
っ
て
、
そ
 
 

の
委
託
を
し
た
者
が
当
該
農
作
業
の
委
託
を
し
た
年
に
お
い
て
農
産
物
の
 
 
 

生
産
及
び
販
売
を
行
っ
て
い
な
い
部
分
に
限
る
。
）
 
の
面
積
を
除
く
。
以
下
 
 
 

「
農
作
業
受
託
面
積
」
 
と
い
う
。
）
 
の
合
計
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
 
 
 

る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
勢
等
の
地
理
的
条
件
に
よ
り
耕
作
の
業
務
の
規
模
 
 
 

の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
そ
の
他
の
地
 
 
 

域
に
あ
っ
て
は
、
農
作
業
受
託
面
積
の
合
計
が
、
 

集
落
当
た
り
の
田
及
び
畑
の
平
均
的
な
面
積
が
我
が
国
に
お
け
る
一
集
落
 
 
 

当
た
り
の
田
及
び
畑
の
平
均
的
な
面
積
に
占
め
る
割
合
を
勘
案
し
、
か
つ
、
 
 
 

次
に
掲
げ
る
当
該
地
域
が
所
在
す
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
 
 
 

定
め
る
規
模
を
下
限
と
し
て
、
当
該
蛤
域
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

イ
 
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
 
 

備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
 
 
 

四
項
の
規
定
に
畢
つ
き
公
示
さ
れ
た
同
条
第
一
項
l
に
規
定
す
る
特
定
農
 
 

山
村
地
域
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
区
域
 
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 
 

ロ
 
イ
に
 

二
 
適
合
区
域
の
う
ち
水
稲
の
作
付
け
を
し
な
い
区
域
を
対
象
と
し
て
米
穀
 
 
 

の
需
給
の
均
衡
を
図
る
た
め
の
生
産
調
整
を
実
施
す
る
た
め
に
そ
の
組
織
 
 
 

が
米
穀
以
外
の
農
産
物
の
生
産
を
行
う
こ
と
を
約
し
た
農
作
業
委
託
契
約
 
 
 

に
係
る
田
の
面
積
の
合
計
が
、
当
該
適
合
区
域
．
に
お
け
る
田
の
面
積
か
ら
 
 
 

普
該
適
合
区
域
に
お
け
る
水
稲
の
作
付
面
積
を
除
い
た
面
積
の
二
分
の
一
 
 

付
面
積
を
除
い
た
面
積
が
当
該
地
層
に
お
け
る
田
の
面
積
に
占
め
る
割
合
 
 

を
勘
案
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
当
該
地
域
が
所
在
す
る
区
域
の
区
分
に
 
 

応
じ
そ
わ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
規
模
を
下
限
と
し
て
、
当
該
地
域
ご
と
に
農
 
 

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
組
織
に
あ
っ
て
は
、
農
 
 

合
計
が
、
地
域
に
お
け
る
田
の
面
積
か
ら
当
該
地
域
に
 
 
業
受
託
面
積
の
 
 

け
る
水
稲
の
作
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三
 
そ
の
耕
作
の
業
務
の
対
象
と
な
る
農
地
の
う
 

ち
に
、
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
 
 
 

か
つ
、
引
き
続
き
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
 
 
 

と
見
込
ま
れ
る
農
地
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
 
 
 

定
め
る
も
の
が
な
い
と
と
。
 
 

二
 
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
農
業
生
産
に
関
し
て
 
 
 

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
て
い
 
 
 

る
こ
と
。
 
 
 

イ
 
前
号
イ
に
掲
げ
る
区
域
 
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 

ロ
 
イ
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
観
 
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
 
 
 

三
 
申
請
日
の
屈
す
る
年
の
前
々
年
 
（
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
交
付
金
 
 

の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
に
お
い
て
そ
の
申
請
を
す
る
場
合
（
そ
の
 

年
の
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
 

を
除
く
。
）
 
又
は
そ
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
の
前
年
に
お
い
て
そ
の
 
 

申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
属
す
る
年
の
前
年
）
 
に
お
け
 
 

る
そ
の
組
織
の
主
た
る
従
事
者
が
そ
の
組
織
か
ら
受
け
る
農
業
所
得
の
額
 
 

が
基
本
構
想
に
お
い
て
農
業
経
営
基
盤
の
強
化
の
促
進
に
関
す
る
目
標
と
 
 

し
て
定
め
ら
れ
た
農
業
所
得
の
額
の
二
分
の
一
を
超
え
て
お
り
、
か
つ
、
 
 

対
象
農
産
働
に
係
る
当
該
前
々
年
又
は
当
該
前
年
に
お
け
る
そ
の
組
織
の
 
 

農
業
収
入
の
額
若
し
く
は
農
業
所
得
の
額
又
は
農
作
業
受
託
面
積
の
合
計
 
 

の
い
ず
れ
か
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
前
々
年
又
は
当
該
前
年
に
お
け
る
そ
の
組
 
 

織
の
農
巣
収
入
の
総
額
若
し
く
は
農
業
所
得
の
総
額
又
は
そ
の
組
織
の
構
 
 

成
員
が
使
用
収
益
権
等
を
有
し
て
い
る
田
、
畑
若
し
く
は
樹
園
地
 
（
そ
の
 
 

耕
作
に
要
す
る
費
用
を
す
べ
て
の
構
成
員
が
共
同
し
て
負
担
し
て
お
り
、
 
 

か
つ
、
そ
の
耕
作
に
係
る
利
益
を
す
べ
て
の
構
成
員
に
対
し
配
分
し
て
い
 
 

る
も
の
に
限
る
。
）
の
面
積
（
農
作
業
委
託
契
常
に
基
づ
き
そ
の
組
織
の
構
 
 

成
員
以
外
の
者
か
ら
農
作
業
の
委
託
を
受
け
た
田
、
畑
又
は
樹
園
地
の
面
 
 

積
を
含
む
。
）
の
合
計
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

四
 
前
三
号
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
 
 

つ
↓
 
対
象
農
産
物
を
効
率
的
に
生
産
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
 
 

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
組
織
を
対
象
農
業
者
と
す
る
こ
と
が
特
に
 
 

必
要
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

（
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
農
業
生
産
の
基
準
）
 
 

第
四
条
 
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
農
 
 
 

薬
及
び
廃
棄
物
に
関
す
る
法
令
の
遵
守
に
関
す
る
事
項
、
た
い
肥
そ
の
他
の
 
 
 

有
機
質
資
材
及
び
肥
料
の
施
用
に
関
す
る
事
項
、
有
害
動
植
物
の
防
除
に
関
 
 
 

す
る
事
項
そ
の
他
の
事
項
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
 
 
 

様
式
に
よ
り
自
ら
点
検
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

（
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
農
地
）
 
 

第
五
条
 
法
第
二
粂
第
二
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
農
地
は
、
次
 
 
 

の
各
号
の
い
ず
れ
か
ヒ
該
当
す
る
農
地
と
す
る
。
 
 

一
基
盤
強
化
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
届
出
を
せ
 
 

ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
通
知
に
係
 
 
 

る
農
地
 
 
 



（
生
産
条
件
に
関
す
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
 
 
 

交
付
金
の
交
付
）
 
 

第
三
条
 
政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
 
 
 

い
て
、
特
定
対
象
農
産
物
（
対
象
農
産
物
の
う
ち
、
 
 
 

我
が
国
に
お
け
る
標
準
的
な
生
産
費
が
標
準
的
な
 
 
 

販
売
価
格
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
 
 
 

政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
▼
の
 
 
 

我
が
国
に
お
け
る
生
産
条
件
と
外
国
に
お
け
る
生
 
 
 

産
条
件
の
格
差
か
ら
生
ず
る
不
利
を
補
正
す
る
た
 
 
 

め
、
対
象
農
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
交
付
金
 
 
 

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
農
林
水
産
省
令
 
 

で
定
め
る
期
間
に
お
け
る
対
象
農
業
者
の
特
定
 
 

対
象
農
産
物
の
期
間
平
均
生
産
面
積
 
（
当
該
期
 
 

間
 
産
量
を
そ
れ
ぞ
れ
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
 
 

こ
ろ
に
よ
り
生
産
面
積
に
換
算
し
た
も
の
を
基
 
 

準
と
し
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
 
 

に
よ
り
算
出
し
た
面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
J
 
 

に
応
じ
て
交
付
す
る
交
付
金
 
 
 

（
特
定
対
象
農
産
物
の
範
周
）
 
 

第
二
条
 
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
対
象
 
 
 

虚
産
物
闇
、
麦
、
大
豆
、
て
ん
菜
及
び
で
ん
粉
の
 
 
 

製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
と
す
る
。
 
 

（
期
間
平
均
生
産
面
積
に
係
る
期
間
）
 
 

第
六
条
 

の
各
号
に
掲
げ
 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
平
成
十
六
年
産
か
ら
平
成
 
 
 

十
八
年
産
ま
で
の
生
産
に
係
る
期
間
で
あ
る
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
 
 

る
。
 
 

一
麦
及
び
大
豆
 
平
成
十
六
年
由
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
 
 

日
ま
で
の
期
間
 
 
 

二
 
て
ん
菜
及
び
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
 
一
 

（
生
産
面
積
へ
の
換
算
）
 
 

第
七
条
 
億
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
生
産
面
積
へ
の
換
算
年
 
 
 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
 
 
 

に
定
め
を
数
量
で
前
条
の
期
間
に
お
け
る
各
年
度
（
て
ん
菜
及
び
で
ん
粉
の
 
 
 

製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
に
あ
っ
て
は
、
各
年
。
以
下
「
各
年
度
等
」
 
 
 

と
い
う
。
）
ご
と
の
対
象
農
業
者
に
係
る
む
の
を
、
当
該
各
年
度
等
別
及
び
市
 
 
 

町
村
別
の
当
該
特
定
対
象
農
産
物
の
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
と
し
て
農
 
 
 

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
で
除
し
て
得
た
面
積
を
合
算
し
て
す
る
も
の
と
 
 
 

す
る
。
 
 
 

」
 
麦
 
麦
の
生
産
を
行
う
者
の
麦
作
に
係
る
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
 
 
 

政
府
が
交
付
し
た
助
成
金
の
交
付
対
象
と
な
っ
た
も
の
及
び
主
要
食
糧
の
 

需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
∴
平
成
 
 

十
八
年
法
律
第
九
十
号
。
以
下
 
「
食
糧
法
改
正
法
」
 
と
い
う
。
）
 
に
よ
る
改
 
 
 

一
一
∨
基
盤
強
化
法
第
二
十
七
条
の
三
簸
二
項
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
 
 
 

を
同
条
第
一
項
の
勧
告
に
係
る
農
坤
 
 



正
前
の
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
 
（
平
成
六
年
 
 

法
律
第
百
十
三
号
）
 
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
政
府
が
買
い
 
 

入
れ
た
も
の
の
合
計
数
量
 
 
 

二
 
大
豆
 
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
豆
交
付
金
暫
定
措
 
 

置
法
 
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
弓
。
以
下
 
「
旧
大
豆
交
付
金
法
」
 
 

と
い
う
。
）
 
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
大
豆
の
生
産
者
 
 

に
対
し
交
付
し
た
交
付
金
の
交
付
対
象
と
な
っ
た
も
の
 
（
平
成
十
八
年
産
 
 

の
大
豆
に
あ
っ
て
は
、
旧
大
豆
交
付
金
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
 
 

産
者
団
体
等
が
旧
大
豆
交
付
金
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
 
 

よ
る
承
認
を
受
け
た
同
条
第
一
項
の
調
整
販
売
計
画
等
に
従
っ
て
、
販
売
 
 

の
委
託
を
受
け
て
集
荷
し
た
も
の
 
（
旧
大
豆
交
付
金
法
第
二
条
第
二
項
に
 
 

規
定
す
る
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
 
の
数
量
 
 
 

三
 
て
ん
菜
 
砂
糖
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
農
畜
 
 

産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
 
（
平
成
十
八
年
法
律
第
 
 

八
十
九
号
。
以
下
「
価
格
調
整
法
等
改
正
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
一
条
の
規
定
 
 

に
よ
る
改
正
前
の
砂
糖
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
 
（
昭
和
四
十
年
法
律
 
 

第
百
九
号
）
 
第
十
九
条
め
交
付
金
の
交
付
対
象
と
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
 
 
 

一
項
に
規
定
す
る
国
内
産
糖
の
製
造
の
用
に
供
さ
れ
た
も
の
の
数
量
 
 
 

四
 
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
 
糖
化
用
又
は
化
工
で
ん
 
 

粉
用
の
で
ん
粉
と
し
て
販
売
さ
れ
た
も
の
の
製
造
の
用
に
供
さ
れ
た
も
の
 
 

の
数
量
 
 
 

（
期
間
平
均
生
産
面
積
の
算
出
）
 
 

第
八
条
 
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
期
間
平
均
生
産
面
積
の
算
 
 
 

出
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
生
産
面
積
を
三
で
除
し
て
す
る
 
 

も
の
ど
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
申
出
 
 
 

が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
申
出
に
係
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
 
 
 

当
該
生
産
面
積
や
っ
ち
当
該
各
号
に
該
当
し
な
い
第
六
条
の
期
間
に
お
け
る
 
 
 

各
年
度
等
に
係
る
も
の
を
当
該
各
年
度
等
の
数
 
（
零
を
除
く
。
）
 
で
除
し
て
す
 
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
粂
第
二
項
 
 

に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
、
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
 
 

補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
 
 

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
事
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
 
 

業
の
実
施
に
よ
り
、
対
象
農
業
者
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
特
定
対
象
農
産
 
 

物
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
 
 
 

二
 
風
水
害
そ
の
他
気
象
上
の
原
因
 
（
地
震
及
び
噴
火
を
含
む
。
）
 
に
よ
る
災
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3
 
 

4
 
 
 

2
 
 

害
又
は
火
災
に
よ
り
、
対
象
農
業
者
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
特
定
対
象
農
 
 
 

産
物
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
 
 
 

平
成
十
六
年
度
以
降
に
対
象
農
業
者
が
田
又
は
畑
に
つ
い
て
新
た
に
使
用
 
 

収
益
権
等
を
取
得
し
、
又
は
新
た
に
農
作
業
委
託
契
約
を
締
結
し
て
農
作
業
 
 

の
委
託
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
耕
作
の
業
務
の
規
模
を
拡
大
し
た
場
合
 
 

に
は
、
法
第
三
条
第
一
項
第
二
与
の
規
定
に
よ
る
期
間
平
均
生
産
面
積
の
算
 
 

出
は
、
当
該
対
象
農
業
者
に
対
し
使
用
収
益
権
等
を
設
定
し
た
者
又
は
農
作
 
 

業
の
委
託
を
し
た
者
（
以
下
 
「
設
定
者
等
」
 
と
総
称
す
る
。
）
 
に
係
る
次
項
の
 
 

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
生
産
面
積
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
っ
七
、
特
定
対
 
 

象
農
産
物
の
種
類
別
に
当
該
対
象
農
業
者
と
当
該
設
定
者
等
と
の
間
の
合
意
 
 

（
そ
の
合
意
に
係
る
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
面
積
を
当
該
設
定
者
等
 
 

ご
と
に
合
算
し
た
面
積
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
面
積
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
 
 

い
面
積
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
合
意
を
除
く
。
）
 
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
 
 

面
積
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
に
加
え
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
当
該
対
象
農
業
者
が
新
た
に
使
用
収
益
権
等
を
取
得
し
、
又
は
新
た
に
 
 
 

農
作
業
委
託
契
約
を
締
結
し
て
農
作
業
の
委
託
を
受
け
た
田
又
は
畑
の
面
 
 
 

二
 
当
該
設
定
者
等
に
係
る
次
項
′
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
生
産
面
積
を
 
 
 

当
該
設
定
者
等
ご
と
に
合
算
し
た
面
積
を
、
当
該
設
定
者
等
に
係
る
権
利
 
 
 

設
定
等
面
積
．
（
前
号
に
掲
げ
る
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
又
は
農
作
業
受
託
 
 
 

面
積
（
同
号
に
掲
げ
る
面
積
を
含
む
。
）
の
合
計
で
除
し
て
得
た
割
合
に
、
 
 
 

同
号
に
掲
げ
る
面
積
を
乗
じ
て
得
た
面
積
 
 
 

前
項
の
生
産
面
積
は
、
設
定
者
等
が
同
項
の
合
意
た
係
る
特
定
対
象
農
雇
 
 

物
に
つ
い
て
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
 

る
と
き
は
 

農
林
水
産
大
臣
が
当
該
設
定
者
等
に
通
知
し
た
同
寺
の
期
間
平
均
生
産
面
積
 
 

と
し
、
設
定
者
等
が
同
項
の
合
意
に
係
る
特
定
対
象
農
産
物
に
つ
い
て
同
号
 
 

の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
設
定
者
 
 

等
の
申
掛
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
前
条
及
び
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
 
 

り
算
出
し
、
 

平
成
十
六
年
度
以
降
に
対
象
農
業
者
が
田
又
は
畑
に
つ
い
て
便
用
収
益
権
 
 

等
を
移
転
し
、
又
は
農
作
業
委
託
契
約
由
解
除
、
失
効
若
し
く
は
変
更
（
以
 
 

下
「
解
僚
等
」
ノ
と
い
う
。
）
 
に
よ
っ
て
農
作
業
の
委
託
を
受
け
な
く
な
っ
た
こ
 
 

と
に
よ
け
そ
め
耕
作
の
業
務
の
規
模
を
縮
小
し
た
場
合
に
は
、
法
第
三
条
鼠
 
 

一
項
第
二
弓
の
規
定
に
よ
る
期
間
平
均
生
産
面
積
の
算
出
は
、
当
該
対
象
農
 
 

業
者
に
係
る
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
生
 
 
 



産
面
積
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
っ
て
、
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
に
当
該
 
 
 

対
象
農
業
者
と
そ
の
移
転
又
は
解
除
等
の
相
手
方
と
の
間
の
合
意
 
（
そ
の
合
 
 
 

意
に
係
る
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
面
積
を
当
該
対
象
農
業
者
ご
と
に
 
 
 

合
算
し
た
面
積
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
面
積
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
面
積
 
 
 

を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
合
意
を
除
く
。
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
面
積
を
、
 
 
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
か
ら
控
除
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
当
該
対
象
農
業
者
が
使
用
収
益
権
等
を
移
転
し
、
又
は
農
作
業
委
託
契
 
 

約
の
解
除
等
に
よ
っ
て
農
作
業
の
委
託
を
受
け
な
く
な
っ
た
田
又
は
畑
の
 
 

面
積
 
 
 

二
 
当
該
対
象
農
業
者
に
係
る
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
 
 

り
定
め
ら
れ
る
生
産
面
積
を
当
該
対
象
農
業
者
ご
と
に
合
算
し
た
面
積
を
、
 
 

当
該
対
象
農
業
者
に
偏
る
権
利
設
定
等
面
積
（
前
号
に
掲
げ
る
面
積
を
含
 
 

む
。
）
 
の
合
計
又
は
農
作
業
受
託
面
積
 
（
同
号
に
掲
げ
る
面
積
を
含
む
。
）
 
 

の
合
計
で
除
し
て
得
た
割
合
に
、
同
号
に
掲
げ
る
面
積
を
乗
じ
て
得
た
面
 
 

積
 
 

5
 
前
項
の
生
産
面
積
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
 
 
 

合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
 
「
第
四
項
」
と
、
「
設
定
者
等
」
 
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
対
象
農
業
者
」
 
と
、
「
当
該
設
定
者
等
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
当
該
 
 
 

対
象
農
業
者
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

6
 
平
成
十
九
年
度
以
降
に
対
象
農
業
者
が
田
又
は
畑
に
つ
い
て
使
用
収
益
権
 
 
 

等
を
移
転
し
、
又
は
農
作
業
委
託
契
約
の
解
除
等
に
よ
っ
て
農
作
業
の
委
託
 
 

を
受
け
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
耕
作
の
業
務
の
規
模
を
縮
小
し
た
場
 
 

合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
 
（
第
二
項
又
は
第
四
 
 

項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
合
意
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
面
 
 

積
を
加
え
、
又
は
控
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
加
算
後
又
は
控
除
後
の
面
積
。
 
 

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
を
対
象
農
業
者
ご
と
に
合
算
し
た
面
積
 
（
以
 
 

下
 
「
合
算
面
積
」
 
と
い
う
。
）
 
が
第
一
号
に
掲
げ
る
面
積
を
第
二
号
に
掲
げ
る
 
 

面
積
で
除
し
て
博
た
割
合
（
そ
の
割
合
が
一
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
セ
は
、
 
 

一
）
 
を
第
三
号
に
掲
げ
る
面
積
の
合
計
に
乗
じ
て
得
た
面
積
を
超
え
る
と
き
 

は
、
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
期
間
平
均
生
産
面
積
の
算
出
 
 

は
、
そ
の
乗
じ
て
宿
た
面
積
を
合
算
面
積
で
除
し
て
得
た
割
合
を
第
一
項
の
 
 

規
定
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
に
乗
じ
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
合
算
面
積
 
（
当
該
移
転
を
し
、
又
は
当
該
解
除
等
を
し
た
と
き
に
お
い
 
 
 

て
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
合
意
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
面
 
 
 

積
を
控
除
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
控
除
し
た
面
積
を
含
む
。
）
 
 

二
・
権
利
設
定
等
面
積
 
（
当
該
移
転
又
は
当
該
解
除
等
に
係
る
面
積
｛
以
下
 
 
 



二
 
当
該
年
度
に
お
い
て
対
象
農
業
者
が
生
産
し
 
 

た
特
定
対
象
農
産
物
の
品
質
及
び
生
産
量
に
応
 
 

じ
て
交
付
す
る
交
付
金
 
 

2
 
止
別
項
第
二
弓
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
業
 
 

者
ご
と
に
、
特
定
対
象
農
産
物
に
つ
い
て
の
種
類
 
 
 

別
の
面
積
当
た
り
め
単
価
（
以
下
「
面
積
単
価
」
 
 
 

と
い
う
。
）
 
に
、
そ
の
者
の
当
該
特
定
対
象
農
産
 
 
 

物
の
種
類
別
の
期
間
平
均
生
産
面
積
を
そ
れ
ぞ
れ
 
 
 

乗
じ
て
得
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 
 

3
 
面
積
単
価
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
対
象
農
業
 
 
 

者
が
生
産
し
た
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
標
 
 
 

準
的
な
生
産
費
、
．
販
売
価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
 
 
 

り
の
収
穫
量
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
各
。
 
 

4
 
第
一
項
第
二
号
・
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
 
 

業
者
ご
と
に
、
特
定
対
象
魚
産
物
に
つ
い
て
の
種
 
 
 

類
別
及
び
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
品
質
の
区
分
 
 
 

（
以
下
「
品
質
区
分
」
 
と
い
、
う
J
別
の
数
量
当
 
 
 

た
り
の
単
価
（
以
下
「
数
量
屈
価
」
と
い
う
。
）
 
 
 

に
、
そ
の
者
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
対
 
 
 

象
農
産
物
の
品
質
区
分
別
の
生
産
量
と
し
て
農
林
 
 
 

水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
 
 
 

た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 
 

5
 
数
量
単
価
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
対
象
農
業
 
 
 

者
が
生
産
し
た
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
標
 
 
 

準
的
な
生
産
費
、
版
売
価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
 
 
 

り
の
収
穫
量
並
び
に
特
定
対
象
魚
産
物
の
種
類
別
 
 
 

及
び
品
質
区
分
別
の
需
要
及
び
供
給
の
動
向
を
考
 
 
 

慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 

．
6
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
又
は
数
量
単
価
 
 
 

（
以
下
 
「
面
積
単
価
等
」
 
と
い
う
。
）
 
を
定
め
る
 
 
 

に
当
た
っ
て
は
、
第
一
項
各
号
の
交
付
金
の
交
付
 
 
 

に
よ
り
特
定
対
象
農
産
物
の
生
産
に
要
す
る
標
準
 
 
 

（
特
定
対
象
農
産
物
の
品
質
の
区
分
）
 
 

第
九
条
 
法
第
三
条
第
四
項
打
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
品
質
の
区
分
は
、
次
 
 
 

の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
 
 
 

定
め
る
事
項
を
考
慮
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
よ
っ
て
示
さ
れ
 
 
 

る
品
質
の
区
分
と
す
官
 
 

一
麦
 
た
ん
ば
く
質
の
含
有
率
そ
の
他
の
事
項
 
 
 

二
．
．
大
豆
 
整
粒
の
割
合
そ
の
他
の
事
項
 
 
 

三
 
て
ん
莱
 
糖
度
 
 
 

四
 
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
 
で
ん
粉
の
含
有
率
そ
の
 
 

他
の
事
項
 
 
 

（
特
定
対
象
農
産
物
の
品
質
区
分
別
の
生
産
量
）
 
 

第
十
条
 
法
第
三
条
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
特
定
対
象
農
産
物
の
 
 
 

品
質
区
分
別
の
生
産
量
は
、
次
の
各
号
尤
掲
げ
る
特
定
対
象
農
産
物
の
租
類
 
 
 

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
で
対
象
農
業
者
に
係
る
も
の
と
 
 
 

す
る
。
 

一
麦
 
対
象
 

年
度
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
交
付
年
度
」
 
と
い
う
。
）
 
に
お
い
て
生
産
 
 

す
る
麦
を
需
要
者
に
対
し
販
売
す
る
こ
と
を
約
し
た
契
約
 
（
当
該
麦
を
は
 
 

種
す
る
前
に
当
該
対
象
農
業
者
と
当
該
需
要
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
も
 
 
 

「
移
転
等
面
積
」
 
と
い
う
。
）
 
を
含
む
。
）
 
の
合
計
又
は
農
作
業
受
託
面
積
 
 
 

（
移
転
等
面
積
を
含
む
。
）
 
の
合
計
 
 

三
 
権
利
設
定
等
面
積
人
移
転
等
面
積
を
除
く
。
）
の
合
計
又
は
農
作
業
受
託
 
 
 

面
積
（
移
転
等
面
積
を
除
く
。
〕
 
の
合
計
 
 



的
な
費
用
の
額
と
特
定
対
象
農
産
物
の
販
売
に
よ
 
 

る
標
準
的
な
収
入
の
額
と
の
差
額
の
補
て
ん
を
図
 
 

る
こ
と
を
旨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
等
を
定
め
よ
う
 
 

と
す
る
と
き
は
、
食
料
㌧
農
業
・
農
村
政
策
審
議
 
 

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
等
を
定
め
た
と
 
 

き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
 
 

る
。
 
 
 

の
に
限
る
。
）
 
に
基
づ
き
当
該
対
象
農
業
者
が
販
売
し
た
も
の
 
（
春
期
に
は
 
 
 

種
す
る
小
麦
（
主
と
し
て
三
月
及
び
四
月
に
は
種
す
る
こ
と
に
よ
り
生
産
 
 
 

さ
れ
る
小
麦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
秋
期
に
は
種
す
る
小
麦
 
（
主
と
し
 
 
 

て
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
は
種
す
る
こ
と
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
小
 
 
 

麦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
二
条
大
麦
、
六
条
大
麦
及
び
は
だ
か
麦
に
限
 
 
 

り
、
種
子
又
は
麦
芽
の
原
料
と
し
て
販
売
し
た
も
の
を
除
く
。
）
 
又
は
対
象
 
 
 

農
業
者
が
交
付
年
度
に
お
い
て
生
産
す
る
麦
を
委
託
を
受
け
て
販
売
す
る
 
 
 

者
が
需
要
者
に
対
し
販
売
す
る
こ
と
を
約
し
た
契
約
∴
当
該
麦
を
は
種
す
 
 
 

る
前
に
当
該
販
売
者
と
当
該
需
要
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
も
の
に
限
 
 
 

る
。
）
 
を
履
行
す
る
た
め
に
当
該
販
売
者
が
集
荷
し
た
も
の
 
（
春
期
に
は
種
 
 
 

す
る
小
麦
、
秋
期
に
は
種
す
る
小
麦
、
二
条
大
麦
、
六
条
大
麦
及
び
は
だ
 
 
 

か
麦
に
限
り
、
種
子
又
は
麦
芽
の
原
料
と
し
て
集
荷
し
た
も
の
を
除
く
。
）
 
 
 

で
あ
っ
て
、
そ
の
品
質
が
前
条
に
規
定
す
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
数
 
 
 

量
 
 

二
 
大
豆
 
対
象
農
業
者
が
交
付
年
度
に
お
い
て
生
産
す
る
大
豆
を
需
要
者
 
 
 

に
対
し
販
売
す
る
こ
と
を
約
し
た
契
約
 
（
き
該
対
象
農
業
者
が
当
該
需
要
 
 
 

者
に
対
し
販
売
す
る
こ
と
を
首
的
と
し
て
当
該
大
豆
を
生
産
す
る
こ
と
を
 
 
 

当
該
大
豆
を
は
種
す
る
前
に
約
し
た
契
約
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
た
も
の
に
 
 
 

限
る
。
）
 
に
お
い
て
販
売
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
 
（
種
子
と
し
て
販
売
す
る
 
 
 

こ
と
と
さ
れ
た
も
の
及
び
黒
大
豆
を
除
く
。
）
 
又
は
委
託
を
受
け
て
大
豆
を
 
 
 

販
売
す
る
者
に
対
し
対
象
農
業
者
が
販
売
を
委
託
し
て
出
荷
し
た
も
の
（
種
 
 
 

子
と
し
て
販
売
を
委
託
し
て
出
荷
し
た
も
の
及
び
黒
大
豆
を
除
く
。
）
 
で
あ
 
 
 

っ
て
、
そ
の
品
質
が
前
条
に
規
定
す
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
数
量
 
 

三
 
て
ん
菜
 
価
格
調
整
法
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
砂
 
 
 

糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
．
（
以
下
「
新
価
格
調
整
法
」
 
 
 

と
い
う
。
）
 
第
二
十
一
条
の
国
内
産
糖
交
付
金
の
交
付
対
象
と
な
り
、
又
は
 
 
 

交
付
対
象
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
新
価
格
調
整
法
第
二
条
第
 
 
 

二
項
に
規
定
す
る
国
内
産
糖
の
製
造
の
月
に
供
さ
れ
た
も
の
 
（
新
価
格
調
 
 

整
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
の
区
域
内
に
お
い
て
生
産
 
 
 

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
l
で
あ
っ
て
、
そ
の
品
質
が
前
条
に
規
定
す
る
規
格
 
 
 

に
適
合
す
る
も
の
の
数
量
 
 

四
 
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
 
新
価
格
調
整
法
第
三
十
 
 
 

五
条
の
国
内
産
い
も
で
ん
粉
交
付
金
の
交
付
対
象
と
な
り
、
又
は
交
付
対
 
 
 

象
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
新
価
格
調
整
法
第
二
条
第
六
項
に
 
 
 

規
定
す
る
国
内
産
い
も
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
さ
れ
た
も
の
 
（
新
価
格
 
 
 

調
整
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
の
区
域
内
に
お
い
て
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（
収
入
の
減
少
が
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
 
 
 

和
す
る
た
め
の
交
付
金
の
交
付
）
 
 

第
四
条
 
政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
 
 
 

い
て
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
対
象
農
産
 
 
 

物
に
係
る
収
入
の
額
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
 
 
 

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
象
農
業
者
ご
と
に
算
出
し
 
 
 

た
額
（
以
下
 
「
前
年
度
収
入
額
」
 
と
い
う
。
）
一
が
、
 
 
 

対
象
農
産
物
に
係
る
標
準
的
な
収
入
の
額
と
し
て
 
 
 

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
象
農
 
 
 

業
者
ご
と
に
算
出
し
た
額
（
以
下
「
標
準
的
収
入
 
 
 

額
」
 
と
い
う
。
）
 
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
 
 
 

に
よ
る
対
象
農
業
者
の
農
業
経
営
に
及
ば
す
影
響
 
 
 

を
緩
和
す
る
た
め
、
対
象
農
業
者
（
収
入
の
減
少
 
 

が
そ
の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
 
 

積
立
金
で
あ
っ
て
そ
の
額
そ
の
他
の
事
項
が
農
林
 
 
 

水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
 

み
立
て
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
 
に
対
し
、
交
付
 
 
 

金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

生
遷
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 
で
あ
っ
て
、
そ
の
品
質
が
前
条
に
規
定
す
る
 
 

規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
数
量
 
 
 

（
前
年
度
収
入
額
の
算
出
）
 
 

第
十
一
条
 
法
第
四
条
第
一
項
の
短
足
に
よ
る
前
年
度
収
入
額
の
算
出
は
、
㌧
都
 
 
 

道
府
県
又
は
都
道
府
県
の
区
域
を
分
け
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
地
域
人
以
 
 
 

下
 
「
地
域
」
 
と
総
称
す
る
。
）
 
別
及
び
対
象
農
産
物
の
種
類
別
に
同
項
の
交
付
 
 
 

金
を
交
付
す
る
年
度
の
前
年
度
 
（
以
下
 
「
交
付
前
年
度
」
 
と
い
う
。
）
 
に
お
け
 
 
 

る
単
位
面
層
当
た
り
の
収
入
額
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
 
（
以
 
 
 

下
「
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
」
と
い
う
。
）
 
に
、
当
該
交
付
前
 
 
 

年
度
に
お
け
る
対
象
農
業
者
の
対
象
農
産
物
の
生
産
面
積
（
当
該
交
付
前
年
 
 
 

度
に
お
け
る
対
象
農
産
物
の
生
産
畢
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
対
象
農
産
物
の
 
 
 

種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
で
対
象
農
業
者
に
係
る
も
 
 
 

の
を
い
う
。
）
を
地
域
別
の
当
該
対
象
農
産
物
の
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
 
 
 

と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
で
除
し
て
得
た
も
の
を
い
う
。
以
下
 
 
 

「
交
付
前
年
度
生
産
面
積
」
 
と
い
う
。
）
 
を
対
象
農
産
物
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
 
 
 

ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
米
穀
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
米
紛
（
食
糧
法
 

正
後
の
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
Ⅵ
安
定
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
 
 

食
糧
法
」
 

も
の
及
び
種
子
と
し
て
販
売
し
、
又
は
販
売
を
委
託
し
て
出
荷
し
た
も
の
 
 

を
除
く
。
）
．
で
あ
っ
て
、
そ
の
品
質
が
塵
粒
の
割
合
そ
の
他
の
事
項
を
考
慮
 
 

し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
数
量
∴
陸
稲
に
 
 

係
る
米
穀
以
外
の
氷
穀
に
あ
っ
て
は
、
新
食
糧
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
 
 

す
る
生
産
調
整
方
針
 
（
同
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
 
「
生
 
 

産
調
整
方
針
」
 
と
い
う
。
）
 
に
従
っ
て
対
象
農
業
者
に
対
し
て
交
付
前
年
度
 
 

に
設
定
さ
れ
た
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
生
産
数
量
目
標
の
対
象
 
 
 

と
ぎ
れ
た
も
初
の
数
量
に
限
り
、
そ
の
数
量
が
当
該
目
標
に
定
め
ら
れ
た
 
 

数
量
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
目
標
に
定
 

る
。
）
 
 

イ
 
交
付
前
年
度
末
ま
で
に
、
対
象
農
業
者
が
新
食
糧
法
第
八
条
第
一
項
 
 

に
規
定
す
る
米
穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
の
会
員
又
は
当
該
会
員
の
 
 

構
成
員
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
 
 

射
し
販
売
し
」
 
又
は
販
売
を
委
託
し
て
出
荷
し
た
も
の
 
 

0
1
 
生
産
調
整
方
針
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

ほ
 
新
食
糧
法
第
四
十
七
条
第
一
遠
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
出
席
の
事
 
 

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 



ロ
 を
受
け
て
米
穀
を
販
売
す
る
者
 
（
イ
に
絡
げ
る
者
を
臨
く
。
）
 
が
、
販
 
 

売
の
相
手
方
と
の
間
で
当
該
相
手
方
に
対
し
米
穀
を
販
売
す
る
こ
と
を
 
 

約
し
た
契
約
を
締
結
し
て
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
相
手
方
に
販
売
 
 

し
た
も
の
 
（
対
象
農
業
者
が
年
間
を
通
じ
て
銘
柄
別
の
同
一
の
販
売
価
 
 

格
で
販
売
し
た
も
の
 
（
そ
の
儀
析
別
の
販
売
価
格
の
設
定
が
当
該
銘
柄
 
 

に
係
る
市
場
価
格
の
動
向
を
十
分
に
考
慮
し
て
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
 
 

る
も
の
を
除
く
。
）
 
を
除
く
。
）
 
 
 

二
 
米
簸
以
外
の
対
象
農
産
物
 
そ
れ
ぞ
れ
前
条
各
号
に
定
め
る
数
量
（
こ
 
 

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
中
 
「
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
交
付
 
 

金
を
交
付
す
る
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
年
度
」
と
い
う
。
）
」
 
 

と
あ
り
、
同
号
及
び
同
条
第
二
号
中
「
交
付
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
交
付
 
 

前
年
度
」
t
と
す
首
。
）
 
 

2
・
農
林
水
産
大
臣
は
、
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
を
定
め
る
に
 
 

当
た
っ
て
は
、
⊥
父
付
前
年
度
に
お
け
る
地
域
別
及
び
対
象
農
産
物
の
種
類
別
 
 
 

の
販
売
価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
標
準
附
収
入
額
の
算
出
）
 
 

第
十
二
条
 
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
朗
収
入
額
の
算
出
は
、
地
 
 
 

域
別
及
び
対
象
農
産
物
の
種
類
別
に
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
的
な
収
入
額
 
 
 

と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
 

収
入
額
」
 

と
に
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
す
る
も
の
と
す
る
り
 
 

2
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
を
定
め
る
に
当
た
 
 
 

っ
て
は
、
交
付
前
年
度
の
前
年
度
以
前
五
箇
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
地
域
 
 
 

別
及
び
対
象
農
産
物
の
経
類
別
め
販
売
価
格
に
当
該
年
度
に
お
け
る
地
域
別
 
 
 

及
び
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
を
対
象
農
産
物
 
 
 

の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
康
じ
で
得
た
額
の
う
ち
最
大
の
も
の
及
び
最
小
の
 
 
 

も
の
を
除
い
た
額
そ
の
他
の
事
項
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
積
立
金
の
基
準
）
 
 

第
十
三
条
 
法
第
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
 
 
 

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

一
交
対
前
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
・
（
秋
期
に
は
種
す
る
 
 

麦
 
（
主
と
し
て
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
は
種
す
る
こ
と
に
よ
り
生
 
 

産
さ
れ
る
麦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
交
付
前
 
 

年
度
の
前
年
度
の
ユ
ハ
月
一
日
か
ら
∧
月
三
十
一
日
ま
で
）
 
の
間
に
法
第
四
 
 

条
第
一
項
の
交
付
金
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
交
付
金
」
 
と
い
う
。
）
 
を
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2
 
 
 

受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
な
さ
れ
た
積
立
て
を
 
 
 

行
う
皆
の
曙
出
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
．
。
 
 

二
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。
 
 
 

イ
 
前
号
の
申
出
を
し
た
者
の
交
付
前
年
度
に
お
け
る
積
立
基
準
収
入
額
 
 

（
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
に
、
当
該
交
付
前
年
度
に
お
い
て
 
 
 

そ
の
者
が
生
産
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
対
象
農
産
物
に
係
る
生
産
面
積
 
 
 

と
し
て
そ
の
者
が
前
号
の
申
出
を
す
る
憬
に
農
林
水
産
大
臣
に
申
し
出
 
 

た
面
積
を
対
象
農
産
物
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
合
 
 

算
し
た
額
を
い
う
。
レ
以
下
同
じ
。
）
 
の
百
分
の
二
・
二
五
に
相
当
す
る
 
 

額
が
、
当
該
交
付
前
年
度
の
七
月
三
十
一
目
ま
で
に
、
第
四
号
に
規
定
 
 

す
る
者
に
対
し
て
納
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
交
付
前
年
度
の
七
月
三
十
」
日
に
お
け
る
法
第
四
条
第
一
項
の
積
立
 
 

金
 
（
以
下
 
「
積
立
金
」
 
と
い
う
。
）
 
の
額
が
、
前
号
の
申
出
を
し
た
者
 
 

の
当
該
交
付
前
年
度
に
お
け
を
積
立
基
準
収
入
額
の
百
分
の
四
・
五
に
 
 

相
当
す
る
儲
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

三
 
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
月
か
ら
交
付
金
の
交
 
 
 

付
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
取
り
崩
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
 
 
 

次
項
第
一
号
、
儲
五
号
又
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
取
り
崩
さ
れ
る
と
き
 
 
 

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 
 

イ
 
前
号
イ
七
該
当
す
る
場
合
 
同
号
イ
の
納
付
の
目
 
 
 

白
 
前
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
 
交
付
前
年
度
の
七
月
三
十
一
目
 
 

四
 
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
瀧
に
よ
り
積
立
金
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
烏
の
と
し
て
農
林
水
産
大
憧
が
指
定
す
る
者
 
 
 

（
以
下
「
積
立
金
管
理
者
」
と
 

積
立
金
管
理
者
は
、
積
立
金
を
積
み
立
て
て
い
る
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
 
 

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
七
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 

当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
取
サ
崩
し
た
上
で
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
場
合
 
当
該
交
付
金
の
金
額
の
三
分
の
一
に
 
 
 

相
当
す
る
額
 
 

二
 
積
立
金
の
返
納
の
申
出
を
し
た
場
合
 
積
立
金
の
全
額
 
 

三
 
前
項
第
一
号
の
申
出
を
し
な
か
っ
た
場
合
 
積
立
金
の
全
額
 
 

四
 
前
 

同
号
ロ
に
該
当
し
な
い
場
合
 
積
立
金
の
全
額
 
 

五
 
前
項
第
二
号
イ
打
規
定
に
よ
り
積
立
金
管
理
者
に
対
し
て
納
付
し
た
額
 
 
 

が
交
付
前
年
度
に
お
け
る
積
立
基
準
収
入
額
の
百
分
の
二
二
一
五
に
相
当
 
 
 

す
る
額
を
超
え
た
場
合
 
そ
の
超
え
た
部
分
に
相
当
す
る
額
 
 
 



2
 
前
項
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
業
者
ご
と
 
 
 

に
、
標
準
的
収
入
額
と
前
年
度
収
入
額
上
の
差
額
、
 
 

■
当
該
差
額
の
発
生
が
そ
の
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
 
 
 

響
及
び
収
入
の
減
少
に
備
え
て
行
わ
れ
る
取
組
の
 
 

状
況
を
考
慮
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
 
 
 

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
 

3
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
農
林
水
産
省
令
を
 
 
 

制
定
し
、
又
は
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
 
 
 

料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
交
付
金
の
交
付
の
申
請
等
）
 
 

第
五
条
 
第
三
条
第
一
項
各
号
又
は
前
条
第
一
項
の
 
 
 

交
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
 
 
 

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
 
 
 

大
臣
に
交
付
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
 
 
 

各
号
又
は
前
条
第
一
▼
項
の
交
付
金
の
交
付
に
閲
し
 
 

一
必
要
な
事
項
は
、
．
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。
 
 

（
交
付
金
の
返
還
）
 
 
 

（
交
付
金
の
交
付
の
申
請
）
 
 

第
十
四
条
 
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
請
は
、
農
林
水
産
大
 
 
 

臣
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
儀
式
に
よ
る
交
付
申
 
 
 

請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
．
前
項
の
交
付
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

い
。
 
 
 

」
 
▼
基
盤
強
化
法
第
十
二
条
の
二
恵
一
項
に
規
定
す
る
認
定
農
業
者
若
し
く
 
 

は
特
定
農
業
団
体
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
特
定
農
業
団
体
以
外
 
 

の
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
組
織
に
あ
っ
て
謁
第
二
条
第
一
項
各
号
 
 

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

二
 
第
一
条
文
は
第
三
条
に
規
定
す
る
耕
作
の
業
務
の
規
模
の
基
準
を
満
た
 
 

し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 
 

一
二
 
第
四
条
に
規
定
す
る
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
農
業
生
産
に
係
る
基
準
を
 
 

満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 
 
 

（
決
定
の
通
知
）
 
 

第
十
五
条
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
申
 
 
 

請
を
審
査
し
、
交
付
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
決
定
の
内
容
 
 
 

を
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
 
 

六
 
交
付
前
年
度
に
お
け
る
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
的
収
入
額
 
 

が
当
該
交
付
前
年
度
に
お
け
る
積
立
基
準
収
入
額
を
下
回
っ
た
場
合
 
そ
 
 

の
差
額
の
百
分
の
二
・
二
五
に
相
当
す
る
額
 
 
 

七
′
交
付
金
の
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
際
に
対
象
農
業
者
で
な
い
こ
と
が
確
 
 

認
さ
れ
た
場
合
 
積
立
金
の
全
額
 
 

3
 
第
一
痕
第
四
号
の
指
定
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
を
者
の
申
請
七
 
 
 

基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

61   



第
六
条
 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
 
 
 

第
一
項
各
号
又
は
・
第
四
条
第
一
項
の
」
父
付
金
の
交
 
 
 

付
を
受
け
た
者
が
卦
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
 
 
 

は
、
そ
の
者
に
許
し
て
そ
の
交
付
を
受
け
た
交
付
 
 
 

金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
 
 
 

き
る
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
 
 
 

を
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
」
農
林
水
産
大
 
 
 

臣
は
、
期
限
を
指
定
し
て
こ
れ
を
督
促
し
な
け
れ
 
 
 

ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
督
 

指
定
期
限
ま
で
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
を
 
 
 

命
ぜ
ら
れ
た
金
緻
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
農
林
 
 
 

水
産
大
臣
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
側
に
よ
り
こ
れ
 
 
 

を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
 
 

4
 
繭
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
 
 
 

位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
め
と
す
る
。
 
 
 

（
報
告
及
び
検
査
）
 
 

第
七
条
．
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
 
 
 

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
各
号
若
 
 
 

し
く
は
第
四
条
第
一
項
の
交
付
金
の
交
付
を
受
 
 
 

け
、
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
こ
 
 
 

れ
ら
の
者
か
ら
そ
の
生
産
し
た
農
産
物
の
加
工
若
 
 
 

し
く
は
販
売
の
委
託
を
受
け
若
し
く
は
当
該
農
産
 
 
 

物
の
売
渡
し
を
受
け
た
者
に
対
し
、
必
要
な
事
墳
 
 
 

の
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
 
 
 

者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
」
止
ち
入
り
、
帳
 
 
 

簿
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
．
と
が
で
き
 
 
 

る
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
入
換
査
を
す
る
 
 
 

場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
 
 
 

関
係
人
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
 
 
 

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
 
 
 

は
な
ら
な
い
。
 
 

（
罰
則
）
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第
八
条
∨
 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
 
 
 

第
一
項
各
号
又
は
第
四
条
第
一
項
の
交
付
金
の
交
 
 
 

付
を
受
け
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
 
 
 

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
刑
法
 
（
明
 
 
 

治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
 
に
正
条
が
あ
る
と
 
 
 

き
は
、
刑
法
に
よ
を
。
 
 

第
九
条
 
第
七
条
賃
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
 
 

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
向
項
の
 
 

規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
・
若
し
く
は
忌
 
 
 

避
七
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 
 

第
十
条
 
法
人
 
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
 
 
 

管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
居
合
む
。
以
下
こ
や
 
 
 

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
 
 
 

く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
、
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
 
 
 

そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
前
二
条
の
 
 
 

違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
せ
罰
す
る
ほ
 
 
 

か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
 
 
 

罰
金
刑
を
科
す
る
。
 
 

2
 
法
人
で
な
い
団
体
に
う
い
て
前
項
の
規
定
の
適
 
 
 

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
 
 
 

が
、
そ
の
訴
訟
有
為
に
つ
き
法
人
で
な
い
団
体
を
 
 
 

代
表
す
る
ほ
か
、
一
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
 
 
 

す
る
場
合
の
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
 
 
 

準
肝
す
る
。
 
 

l
 
l
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l
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l
 
＿
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l
 
l
 
t
 
l
t
 
－
■
l
 
 
一
 
 

附
 
則
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 

第
一
条
 
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
 
 
 

ち
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
並
び
に
附
則
第
三
 
 
 

条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
 
 
 

し
、
第
四
条
第
一
項
の
親
定
は
、
平
成
十
九
年
度
 
 
 

以
後
の
対
象
農
産
物
に
係
る
収
入
に
つ
い
て
適
用
 
 
 

す
る
。
 
 
 

（
面
層
単
価
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 

第
二
条
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
 
 
 

に
お
い
て
も
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
 
 

附
 
則
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 

第
一
条
 
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
｛
平
成
十
 
 
 

九
年
四
月
一
日
）
 
か
ら
施
行
す
る
。
 
 
 

｛
大
童
父
付
金
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
廃
止
）
 
 

第
二
条
 

三
十
六
年
政
令
第
四
百
十
七
号
）
は
、
鹿
止
す
る
。
 
 

（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
農
用
地
の
利
用
の
．
集
積
の
目
標
に
関
す
る
経
過
 
 
 

措
置
）
 
 

第
二
条
 
第
三
条
第
二
号
に
該
当
す
る
組
織
に
つ
い
て
の
第
二
条
第
一
項
第
一
 
 
 

附
 
則
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 

第
一
条
 
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
 
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
 
か
ら
施
 
 
 

行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
の
規
定
は
・
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 
 



第
八
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
」
 
面
積
単
価
等
 

を
定
め
、
こ
れ
を
盾
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
．
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
面
積
単
価
等
 
 
 

は
、
こ
の
法
億
の
施
行
の
日
に
お
い
て
第
三
条
第
 
 
 

三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
 
 
 

の
と
み
な
す
。
 
 
 

（
施
行
の
た
め
に
必
要
な
準
備
）
 
 

第
三
条
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
四
条
第
二
項
の
農
 
 
 

林
水
産
省
令
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
 
 
 

の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
食
料
・
農
業
・
 
 
 

農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
 
 
 

る
。
 
 
 

（
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
の
廃
止
）
 
 

第
四
条
 
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
．
（
昭
和
三
十
六
 
 
 

年
法
敵
第
二
百
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
 
 
 

（
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
 
 
 

措
置
）
 
 

第
五
条
 
平
成
十
八
年
以
前
の
生
産
に
係
る
大
豆
に
 
 
 

係
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
豆
交
付
金
 
 
 

暫
定
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
 
（
次
条
に
お
 
 
 

い
て
 
「
大
豆
交
付
金
」
 
と
い
う
。
）
 
の
交
付
に
つ
 
 
 

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 
 

（
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
の
廃
止
に
伴
う
罰
則
 
 
 

に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 

第
六
条
 
附
則
第
四
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
 
 
 

為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
 
 
 

る
こ
と
と
さ
れ
る
大
豆
交
付
金
の
交
付
に
係
る
閲
 
 
 

則
儲
四
条
の
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
 
 
 

る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
 
 
 

よ
る
。
 
 
 

（
政
令
へ
の
委
任
）
 
 

第
七
条
 
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
 
 
 

の
法
律
の
雁
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
 
 
 

政
令
で
定
め
る
。
 
 
 

（
農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）
 
 

第
八
条
 
農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
 
 
 

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
 
 
 

す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）
 
 

第
三
条
 
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
 
 
 

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
 
 
 

百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

第
二
条
中
 
「
第
三
十
七
号
か
ら
第
九
十
二
号
ま
 
 
 

で
」
 
を
 
「
第
三
十
六
号
か
ら
第
九
十
号
ま
で
」
 
に
 
 
 

改
め
、
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
 
 
 

号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
を
一
号
 
 
 

ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
六
十
一
号
中
 
「
（
第
十
 
 
 

五
号
に
掲
げ
る
給
付
金
に
該
当
す
る
も
の
を
除
 
 
 

く
。
）
」
 
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
六
十
号
と
七
、
 
 
 

同
条
中
第
六
十
二
号
を
第
六
十
二
号
と
し
、
第
六
 
 
 

十
三
号
を
第
六
十
二
号
と
し
、
第
六
十
四
号
を
第
 
 
 

六
十
三
号
と
し
、
同
条
第
六
十
五
号
中
「
第
二
十
 
 

一
号
」
 
を
 
「
第
二
十
号
」
．
に
改
め
、
同
号
を
同
条
 
 
 

第
六
十
四
号
と
し
、
同
条
第
六
十
六
号
中
「
第
三
 
 
 

十
一
号
」
を
「
第
三
十
号
」
に
改
め
十
同
号
を
同
 
 
 

条
第
六
十
五
号
と
し
、
 

六
十
六
号
と
し
、
第
六
十
八
号
か
ら
第
八
十
九
号
 
 
 

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
九
十
号
中
 
 
 

「
第
三
十
五
号
」
 
を
 
「
第
三
十
四
号
」
 
に
改
め
、
 
 
 

同
号
を
同
条
第
八
十
九
号
と
し
、
同
条
第
九
十
一
 
 
 

号
を
同
条
第
九
十
号
と
す
る
。
 
 
 

（
補
助
金
等
に
係
を
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
 
 
 

す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
 
 
 

置
）
 
 

第
四
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
補
助
金
等
 
 
 

に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
 
 
 

行
令
第
二
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
大
豆
交
付
金
暫
 
 
 

定
措
置
法
 
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
 
 
 

第
二
条
第
一
項
の
交
付
金
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
 

て
 
「
大
豆
交
付
金
」
 
と
い
う
。
）
 
に
つ
い
て
は
、
 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 

2
1
前
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
 
 
 

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
 
 

号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
由
、
同
号
中
 
「
三
分
の
二
」
 
と
あ
 
 
 

る
の
は
、
「
二
分
の
一
」
 
と
す
る
。
 
 
 

（
第
七
条
第
三
号
又
は
第
四
号
の
数
量
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 

第
三
条
 
平
成
十
八
年
産
の
て
ん
菜
に
係
る
第
七
条
第
三
号
の
数
量
に
つ
い
て
 
 
 

は
、
同
号
ヰ
「
交
付
対
象
と
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
交
付
対
象
と
な
ヤ
 
 
 

又
は
交
付
対
象
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
」
と
す
る
。
 
 

2
 
平
成
十
八
年
産
の
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
に
係
る
第
 
 
 

七
条
第
四
号
の
数
量
に
っ
い
て
は
、
同
号
中
↓
販
売
さ
れ
た
」
と
あ
．
る
の
は
、
 
 
 

「
販
売
さ
れ
、
又
は
販
売
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
」
 
と
す
る
。
 
 
 

（
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
積
立
て
の
申
出
の
期
間
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 

第
四
条
 
法
第
四
条
第
一
項
の
交
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
 
 
 

の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
第
一
 
 
 

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
秋
期
に
は
種
す
る
麦
に
係
る
纏
立
て
を
行
う
盲
の
 
 
 

申
出
を
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
。
こ
の
場
合
に
お
い
 
 
 

て
、
そ
の
申
出
の
期
間
は
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
 
 
 

日
ま
で
の
間
と
す
る
。
 
 
 

（
見
直
し
）
 
 

第
五
条
 
農
林
水
産
大
臣
は
、
農
業
の
構
造
改
革
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
点
 
 
 

検
し
、
 

一
条
及
び
第
三
条
に
規
定
す
る
耕
作
の
業
務
の
規
模
の
基
準
に
つ
い
て
必
麿
 
 
 

な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
㍉
 
 
 

（
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
廃
止
）
 
 

第
六
条
 
大
豆
交
付
金
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
 
（
昭
和
三
十
六
年
農
林
省
令
第
 
 
 

六
十
号
）
 
は
、
廃
止
す
る
。
 
 
 



第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
 
「
第
十
四
号
」
 
 
 

の
下
に
 
「
、
第
二
十
五
号
 
（
農
業
の
担
い
手
に
対
 
 
 

す
る
経
常
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
 
 
 

る
法
律
 
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
 
の
規
 
 
 

定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
に
係
る
も
の
に
限
 
 
 

る
。
）
」
 
を
加
え
る
。
 
 
 

（
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
改
正
）
 
 

第
九
条
 
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
 
（
平
成
十
一
 
 
 

年
法
律
第
百
六
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
 
 
 

す
る
。
 
 

第
四
十
条
第
三
項
中
 
「
及
び
食
品
循
環
資
源
の
 
 
 

再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
 
（
平
成
十
二
 
 
 

年
法
律
第
百
十
六
号
）
」
 
を
 
「
、
食
品
循
環
資
源
 
 
 

の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
 
（
平
成
十
 
 
 

二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
 
及
び
農
業
の
担
い
手
に
 
 
 

対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
 
 
 

す
る
法
律
 
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
 
 
 

に
改
め
る
。
 
 
 

れ
る
大
豆
交
付
金
に
係
る
同
条
の
規
定
の
施
行
後
 
 
 

に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
 
 
 

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 
 

（
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
 
 
 

施
行
令
の
一
部
改
正
）
 
 

第
五
条
 
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
 
 
 

置
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
九
号
）
 
 
 

の
一
・
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

別
表
第
二
の
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 
 

三
 
削
除
 
 
 

（
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
 
 
 

正
）
 
 

第
六
条
 
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
 
（
平
 
 
 

成
十
二
年
政
令
第
±
百
八
十
九
号
）
t
の
一
部
を
次
 
 
 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

第
六
条
第
一
項
の
表
経
営
分
科
会
の
項
に
次
の
 
 
 

一
号
を
加
え
る
。
 
 

三
 
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
 
 

め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
億
律
（
平
成
 
 

十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
 
の
規
定
に
よ
り
 
 

審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
 
 

理
す
る
こ
と
。
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